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は じ め に 

 

 学校給食は児童生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスのとれた食事を提供することに

より健康の保持増進を図ることはもちろん、学校における食育の推進を図る上で大きな教育的役

割を担っています。 

 

 昭和 29 年に制定、施行された「学校給食法」が、学校給食を活用した食に関する指導の充実

及び衛生管理の適切な実施等を図るため大幅に改正され、平成 21 年４月１日施行されました。

これまで、局長通知であった「学校給食衛生管理の基準」が学校給食法第９条に文部科学大臣が

定める基準として位置づけられ、「学校給食衛生管理基準（以下、「新基準」という）」として

改訂されています。また、同法第９条第２項及び第３項において、学校給食実施者は新基準に照

らして適切な衛生管理に努めるとともに、学校長及び共同調理場の長は新基準に照らし衛生管理

上適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じるこ

とと明記されました。 

 

 本県では、平成９年５月に「学校給食衛生管理マニュアル」を通知し、従前より衛生管理の改

善充実を依頼しておりましたが、学校給食関係者によるたゆまぬ努力の結果、平成 12 年度以降、

県内では食中毒の発生はありません。しかしながら、全国的には、平成８年に発生した腸管出血

性大腸菌Ｏ157 による食中毒事件から 10 年あまりを経て発生件数は減っているものの、ノロウイ

ルス食中毒、ヒスタミン食中毒、カンピロバクター等の細菌性食中毒が、今もなお、年に数件発

生しています。これら食中毒を未然に防ぐためには、学校給食実施者である教育委員会が学校給

食施設・設備のみならず市町組合単位での衛生管理体制の整備、学校給食関係職員の研修の実施

等について、新基準に照らして改善、充実を図る必要があります。 

 

 本マニュアルについては、平成 15 年６月に一部改訂、平成 19 年４月に項目を追加しておりま

すが、このたび、新基準が学校給食法に位置づけられたことに伴い、全面的に見直しを図ること

としました。改訂後の本マニュアルでは、学校給食の衛生管理対策について具体的な方法と新基

準の該当部分を合わせて示しているところに特徴があります。 

 

市町組合教育委員会及び学校におかれましては、学校給食の実施方式や学校給食調理場により

異なりはありますが、本マニュアルを参考に衛生管理対策の実態を把握するとともに、実効性の

ある対策を講じていただき、安全な学校給食の実施に努めていただきますようお願いします。 

 

 

平成 22 年３月 

 

 

兵庫県教育委員会事務局体育保健課長     

濱 田  浩 嗣   
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ⅠⅠ  学学校校給給食食実実施施ににああたたっっててのの基基本本的的なな管管理理項項目目  
 

 

  

学校給食の実施者（県立学校にあっては県教育委員会、市町組合立学校にあっては市町組合教育委

員会）は自らの責任において安全な学校給食の実施のために必要な措置を講じるよう努めることとさ

れているが、日常の学校及び共同調理場における衛生管理業務は、校長・場長がその最高責任者とし

て、関係職員の役割分担をする必要がある。 

 

（１）学校給食実施者（教育委員会）の責務 

① 献立作成 

→P.５ 

栄養、嗜好、衛生、経費等を総合的に考慮しつつ、学校給食及び食育の年

間指導計画に沿った献立の作成をすること。 
 
 
 
 

② 調理形態 

 

学校給食が「生きた教材」として食に関する指導に活用できるよう検討 

③ 食品の選定 

→P.13 

献立に基づき使用する食品の選定及び予定価格の決定（食品の理化学検査、

細菌検査の実施、地場産物の活用など教育的に配慮した食品の選定も含む） 

④ 納入業者の選定 

→P.13 

食品を総合的に安全・衛生的に取り扱える納入業者の選定 
 
 
 
 

⑤ 食品の購入 選定した食品を、選定した納入業者から予定価格に基づき購入（適正業者、

適正価格であるかについては学校給食実施者が責任を有する） 

⑥ 栄養管理 

→P.５ 

児童生徒の実態に応じた摂取基準の検討及び学校給食における児童生徒の

栄養摂取量の分析 
 
 
 
 
 

学校給食衛生管理基準 第３－１（２）① 

一 学校給食用食品（以下「食品」という。）の購入に当たっては、食品

選定のための委員会等を設ける等により、栄養教諭等、保護者その他の

関係者の意見を尊重すること。また、必要に応じて衛生管理に関する専

門家の助言及び協力を受けられるような仕組みを整えること。 

学校給食衛生管理基準 第３－１（２）② 

一 保健所等の協力を得て、施設の衛生面及び食品の取扱いが良好で衛生

上信用のおける食品納入業者を選定すること。 

学校給食衛生管理基準 第３－１（１） 

四 献立作成委員会を設ける等により、栄養教諭等、保護者その他の関係

者の意見を尊重すること。 

１ 学校給食運営に係る最高責任者について 

学校給食実施基準の施行について（通知） 

４ 学校給食の食事内容の充実等について 
(1) 学校給食の食事内容については、学校における食育の推進を図る観点

から、学級担任、栄養教諭等が給食時間はもとより各教科等における食

に関する指導に学校給食を活用した指導が行えるよう配慮すること。 
(2) 献立作成に当たっては、常に食品の組み合わせ、調理方法等の改善を

図るとともに、児童生徒の嗜好の偏りをなくすよう配慮すること。 

学校給食実施基準 

第三条 学校給食の実施に当たっては、児童又は生徒の個々の健康及び生

活活動等の実態並びに地域の実情等に配慮するものとする。 
第四条 学校給食に供する食物の栄養内容の基準は、別表に掲げる児童又

は生徒一人一回当たりの学校給食摂取基準とする。 
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⑦ 衛生管理 ①～⑥に係る衛生管理及び指導、児童生徒等への衛生指導、施設・設備の

衛生管理等、学校給食衛生管理基準に照らした衛生管理及び指導、及び市

町域における衛生管理体制の整備 
 
 
 
 

⑧ 職員の研修 

→P.22 

栄養教諭・学校栄養職員、学校給食調理員（非常勤職員含む）等関係職員

の研修の実施 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（２）校長・場長の責務 

① 衛生管理組織の

設置 
→P.５ 

学校内・共同調理場内における一環した衛生管理について検討・協議でき

る体制の整備 
 
 
 
 
 
 

② 定期検査の実施 
→P.８ 

「学校給食衛生管理基準」に基づく定期検査の実施 
 
 
 

③ 学校給食施設・

設備の検査結果に

基づく対応 

定期検査において「改善を要する」とした事項について、施設設備の改善、

教職員への指導等適切な対応 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 調理従事者の健

康診断、検便の実

施 
→P.17 

調理従事者の健康診断の実施、長期休業中を含め毎月２回以上の検便の実

施、毎日の健康状態の把握と異常がある場合の適切な対応 
 
 
 
 
 

学校給食衛生管理基準 第４－１（１） 

八 教育委員会等は、栄養教諭等の衛生管理に関する専門性の向上を図る

ため、新規採用時及び経験年数に応じた研修その他の研修の機会が確保

されるよう努めること。 
九 教育委員会等は、学校給食調理員を対象とした研修の機会が確保され

るよう努めること。また、非常勤職員等も含め可能な限り全員が等しく

研修を受講できるよう配慮すること。 

学校給食衛生管理基準 第４－１（１） 

六 校長等は、施設及び設備等の日常点検の結果、改善が必要と認められ

る場合、必要な応急措置を講じること。また、改善に時間を要する場合、

計画的な改善を行うこと。 

学校給食衛生管理基準 第４－１（３） 

一 学校給食従事者については、日常的な健康状態の点検を行うととも

に、年１回健康診断を行うこと。また、当該健康診断を含め年３回定期

に健康状態を把握することが望ましい。 

学校給食衛生管理基準 第４－１（１） 

四 校長等は、学校保健委員会等を活用するなどにより、栄養教諭等、保

健主事、養護教諭等の教職員、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保健

所長等の専門家及び保護者が連携した学校給食の衛生管理を徹底する

ための体制を整備し、その適切な運用を図ること。 

学校給食衛生管理基準 第２～４の各２に定期点検について明記 

平成 21 年４月１日付け 21 文科ス第 6010 号「学校給食衛生管理基準の施

行について（通知）」別紙３①～⑦（→P.89～96） 

学校給食法 

第９条 ３ 義務教育諸学校の校長又は共同調理場の長は、学校給食衛生

管理基準に照らし、衛生管理上適正を欠く事項があると認めた場合に

は、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講

ずることができないときは、当該義務教育諸学校若しくは共同調理場の

設置者に対し、その旨を申し出るものとする。 

学校給食法 

第９条 ２ 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食衛

生管理基準に照らして適切な衛生管理に努めるものとする。  
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⑤ 検食の実施 日々の給食の安全性を確認、異常がある場合の迅速な対応 
 
 
 
 
 
 
 

⑥ 保存食の保存 
→P.37 

原材料及び調理済み食品の確実な保存 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑦ 食品の検収、点

検、受取、保管の

実施 

食品の確実な受け取り、点検、記録及び適切な管理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑧ 日常点検の実施 
→P.８ 

日常点検の結果、異常が認められた場合の適切な対応 
 
 
 
 
 
 
 

学校給食衛生管理基準 

第５ 日常及び臨時の衛生検査 

１ 学校給食衛生管理の維持改善を図るため、次に掲げる項目について、

毎日点検を行うものとする。※(1)~(15)までの項目については省略 
 （→P.97～99） 

学校給食衛生管理基準 第３－１（６）① 

一 検食は、学校給食調理場及び共同調理場の受配校において、あらかじ

め責任者を定めて児童生徒の摂食開始時間の３０分前までに行うこと。

また、異常があった場合には、給食を中止するとともに、共同調理場の

受配校においては、速やかに共同調理場に連絡すること。 

学校給食衛生管理基準 第３－１（３） 

一 検収は、あらかじめ定めた検収責任者が、食品の納入に立会し、品名、

数量、納品時間、納入業者名、製造業者名及び所在地、生産地、品質、

鮮度、箱、袋の汚れ、破れその他の包装容器等の状況、異物混入及び異

臭の有無、消費期限又は賞味期限、製造年月日、品温（納入業者が運搬

の際、適切な温度管理を行っていたかどうかを含む。）、年月日表示、ロ

ット（一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製

造された製品の一群をいう。以下同じ。）番号その他のロットに関する

情報について、毎日、点検を行い、記録すること。また、納入業者から

直接納入する食品の検収は、共同調理場及び受配校において適切に分担

し実施するとともに、その結果を記録すること。 
二 検収のために必要な場合には、検収責任者の勤務時間を納入時間に合

わせて割り振ること。 

二 検便は、赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌血清型Ｏ１５７

その他必要な細菌等について、毎月２回以上実施すること。 
三 学校給食従事者の下痢、発熱、腹痛、嘔吐、化膿性疾患及び手指等の

外傷等の有無等健康状態を、毎日、個人ごとに把握するとともに、本人

若しくは同居人に、感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律（平成十年法律百十四号。以下「感染症予防法」という。） 
に規定する感染症又はその疑いがあるかどうか毎日点検し、これらを記

録すること。また、下痢、発熱、腹痛、嘔吐をしており、感染症予防法

に規定する感染症又はその疑いがある場合には、医療機関に受診させ感

染性疾患の有無を確認し、その指示を励行させること。さらに、化膿性

疾患が手指にある場合には、調理作業への従事を禁止すること。 

学校給食衛生管理基準 第３－１（６）② 

一 保存食は、毎日、原材料、加工食品及び調理済食品を食品ごとに 50g
程度ずつビニール袋等清潔な容器に密封して入れ、専用冷凍庫に-20℃
以下で２週間以上保存すること。また、納入された食品の製造年月日若

しくはロットが違う場合又は複数の釜で調理した場合は、それぞれ保存

すること。 
四 共同調理場の受配校に直接搬入される食品についても共同調理場で

保存すること。また、複数の業者から搬入される食品については、各業

者ごとに保存すること。 
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学校給食衛生管理基準 第４－１（１） 

五 校長等は、食品の検収等の日常点検の結果、異常の発生が認められる

場合、食品の返品、献立の一部又は全部の削除、調理済食品の回収等必

要な措置を講じること。 
六 校長等は、施設及び設備等の日常点検の結果、改善が必要と認められ

る場合、必要な応急措置を講じること。また、改善に時間を要する場合、

計画的な改善を行うこと。 
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学校給食における衛生管理を徹底し、より効果的に推進していくためには、給食関係者の理解と協

力のもとで、組織的に一体となって推進する必要がある。 

（１）市町組合教育委員会における体制 

学校給食を実施する市町組合教育委員会においては、下表の例のような組織を設置し、学校給

食の運営を始め、衛生管理、栄養管理及び食に関する指導について協議、検討すること。 

協議内容（例）について協議が可能であれば、全ての組織を設置しなくてもよい。 

名称（例） 構成員（例） 協議内容（例） 

① 献立作成委員会 校長、教頭、場長（所長・

センター長）、給食担当教

諭、養護教諭、栄養教諭等、

学校給食調理員、PTA 代

表、学校医、学校歯科医等 

・学校給食施設、設備並びに人員等の能力に

合っているか。 
・作業工程及び作業動線に無理はないか。 
・衛生面からみて良好な食品を選択している

か。 
・地域における感染症、食中毒の発生状況に

配慮しているか。 
・統一献立（複数の学校で共通して使用する

献立をいう。）において、衛生管理上、適

正な規模となっているか。 
・その他、給食指導、食育に関することにつ

いて。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 物資選定委員会 

 

校長、教頭、場長（所長・

センター長）、給食担当教

諭、養護教諭、栄養教諭等、

学校給食調理員、PTA 代

表、学校医、保健所長等 
 
 
 

・地場産物の活用を含め、どのような食品を

使用するのか。 
・安全な食品であるか。 
・食品の定期検査の実施について。 
・衛生上信用のおける業者かどうか。 
・原材料が明らかであるか。 
 
 
 
 
 
 

学校給食衛生管理基準 第３－１（１） 

一 献立作成は、学校給食施設及び設備並びに人員等の能力に応じたものとするとと

もに、衛生的な作業工程及び作業動線となるよう配慮すること。 
二 高温多湿の時期は、なまもの、和えもの等については、細菌の増殖等が起こらな

いように配慮すること。 
三 保健所等から情報を収集し、地域における感染症、食中毒の発生状況に配慮する

こと。 
四 献立作成委員会を設ける等により、栄養教諭等、保護者その他の関係者の意見を

尊重すること。 
五 統一献立（複数の学校で共通して使用する献立をいう。）を作成するに当たって

は、食品の品質管理又は確実な検収を行う上で支障を来すことがないよう、一定の

地域別又は学校種別等の単位に分けること等により適正な規模での作成に努める

こと。 

学校給食衛生管理基準 第３－１（２）① 
一 学校給食用食品（以下「食品」という。）の購入に当たっては、食品選定のため

の委員会等を設ける等により、栄養教諭等、保護者その他の関係者の意見を尊重す

ること。また、必要に応じて衛生管理に関する専門家の助言及び協力を受けられる

ような仕組みを整えること。 
二 食品の製造を委託する場合には、衛生上信用のおける製造業者を選定すること。

また、製造業者の有する設備、人員等から見た能力に応じた委託とすることとし、

委託者において、随時点検を行い、記録を残し、事故発生の防止に努めること。 

２ 衛生管理組織について 
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名称（例） 構成員（例） 協議内容（例） 

③ 学校給食運営委

員会 

校長、教頭、場長（所長・

センター長）、給食担当教

諭、養護教諭、栄養教諭等、

PTA 代表、学校医、学校歯

科医、学校薬剤師等 

・学校給食関係者の資質向上について 
・共同調理場においては、受配校での衛生管

理について 
・学校給食の運営に係る全般的なことについ

て。 
・緊急連絡体制の整備について→P.25 

 

（２）学校、共同調理場における体制 

学校給食の実施については、学校給食実施者である教育委員会が全ての責任を有するものであ

るが、学校及び共同調理場における日常の衛生管理業務等については、校長・場長の責任におい

て関係職員が役割分担をしながら、衛生管理の徹底に努める必要がある。 

  ① 校長・場長は、学校給食の衛生管理について組織的に取り組むために衛生管理組織を設置し、

その充実に努めるとともに、日常から注意を払うこと。 

名称（例） 構成員（例） 協議内容（例） 

学校給食衛生管

理委員会 
※学校保健委員会を

活用してもよい。 

校長または場長（所長・セ

ンター長）、学校医、学校

歯科医、学校薬剤師、保健

所等、養護教諭、栄養教諭

等、給食担当教諭、調理従

事者、PTA 代表等 

・学校給食施設の状況について 
・調理従事者の健康管理について→P.８ 
・児童生徒に対する保健指導について 
・食品の取扱について 
・洗浄消毒方法について 
・緊急時の対応について 等 
 
 
 
 
 
 
 

 

② 校長・場長は給食現場における最高責任者として、関係職員間のコミュニケーションを図る

など職場環境づくりに努めるとともに、必要に応じて関係者に積極的に指導すること。 

 

 

 

 

 

学校給食衛生管理基準 第４－１（１） 
四 校長等は、学校保健委員会等を活用するなどにより、栄養教諭等、

保健主事、養護教諭等の教職員、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、

保健所長等の専門家及び保護者が連携した学校給食の衛生管理を徹

底するための体制を整備し、その適切な運用を図ること。 

学校給食衛生管理基準 第４－１（１） 
三 校長又は共同調理場の長（以下「校長等」という。）は、学校給食の衛生管理について

注意を払い、学校給食関係者に対し、衛生管理の徹底を図るよう注意を促し、学校給食の

安全な実施に配慮すること。 

七 校長等は、栄養教諭等の指導及び助言が円滑に実施されるよう、関係職員の意思疎通等

に配慮すること。 
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「学校給食衛生管理基準」における衛生管理責任者について 

 栄養教諭等は衛生管理に関する高い専門性を有し、施設及び設備の衛生、食品の衛生及び学校給

食調理員の衛生の日常管理について指導的役割を担う教職員である。しかしながら、このことは、

学校給食の実施における全ての責任を負うものではなく、校長・場長は、日常の衛生管理の最高責

任者として、栄養教諭等の指導及び助言が円滑に実施されるよう配慮しなければならない。 

ただし、栄養教諭等が在籍しない学校においては、調理師免許を有する学校給食調理員がその役

割を担うこととされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ここでの「栄養教諭等」は「栄養教諭又は学校栄養職員」、「校長等」は「校長又は共同調理場の長」を指す。 

学校給食衛生管理基準 第４－１（１） 

一 学校給食調理場においては、栄養教諭等を衛生管理責任者として定めること。ただし、栄養

教諭等が現にいない場合は、調理師資格を有する学校給食調理員等を衛生管理責任者として定

めること。 

二 衛生管理責任者は、施設及び設備の衛生、食品の衛生及び学校給食調理員の衛生の日常管理

等に当たること。また、調理過程における下処理、調理、配送等の作業工程を分析し、各工程

において清潔かつ迅速に加熱及び冷却調理が適切に行われているかを確認し、その結果を記録

すること。 

五 校長等は、食品の検収等の日常点検の結果、異常の発生が認められる場合、食品の返品、献

立の一部又は全部の削除、調理済食品の回収等必要な措置を講じること。 

六 校長等は、施設及び設備等の日常点検の結果、改善が必要と認められる場合、必要な応急措

置を講じること。また、改善に時間を要する場合、計画的な改善を行うこと。 

七 校長等は、栄養教諭等の指導及び助言が円滑に実施されるよう、関係職員の意思疎通等に配

慮すること。 

学校給食法 

（学校給食衛生管理基準）  
第九条 略 
２ 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食衛生管理基準に照らして適切な衛

生管理に努めるものとする。  
３ 義務教育諸学校の校長又は共同調理場の長は、学校給食衛生管理基準に照らし、衛生管理上

適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又

は当該措置を講ずることができないときは、当該義務教育諸学校若しくは共同調理場の設置者

に対し、その旨を申し出るものとする。 
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校長・場長は、衛生管理組織を活用し、学校給食調理場の施設設備の状況や日常の衛生管理の実施

方法を把握するために、具体的な点検項目を決定し、項目に従って点検を行うことが必要である。 

点検項目には、毎日行う日常点検と、定期に行う定期検査がある。これらのことは、文部科学省の

「学校給食衛生管理基準」により点検項目が定められており、定期検査においては学校薬剤師等の協

力を得て実施することとされている。 

（１）定期検査の具体的な実施方法 

① 衛生管理組織において、定期検査を計画的に行えるよう検討する。 

② 実施計画に基づき、定期点検を実施する。 

③ 「Ｃ：改善を要するもの」と判定された項目を、学校給食衛生管理組織において優先順位を

つけ、計画的に措置を講ずる。 

④ 定期検査票は、年度経過後１年間保存すること 

 

検査票 区分 定期検査の内容 検査回数 

第１票 学校給食施設等 建物の位置・使用区分、建物の構造、建物の周囲の

状況、日常点検の記録の有無 
年１回 

第２票 学校給食設備等の

衛生管理 
調理室の整理整頓等、調理機器・器具とその保管状

況、給水設備、共同調理場、シンク、冷蔵庫・冷凍

庫・食品の保管室、温度計・湿度計、廃棄物容器等、

給食従事者の手洗い・消毒施設、便所、採光・照明・

通気、防そ・防虫、天井・床、清掃用具、日常点検

の記録の有無 

年３回 

第３票 学校給食用食品の

検収保管等 
検収・保管等、使用水、検食・保存食、日常点検の

記録の有無 
年３回 

第４票 調理過程 献立作成、食品の購入、食品の選定、調理過程、二

次汚染の防止、食品の温度管理、廃棄物処理、配送・

配食、残品、日常点検の記録の有無 

年１回 

第５票 学校給食従事者の

衛生・健康状態 
衛生状態、健康状態、日常点検の記録の有無 年３回 

第６票 定期検便検査処置 赤痢菌、サルモネラ、腸管出血性大腸菌血清型

O157、その他 
月２回以上 

第７票 衛生管理体制 衛生管理体制 年１回 

 

（２）日常点検の実施について 

日常の調理作業において、給食施設設備・調理用器具等を確実な洗浄・消毒、調理における食

品の衛生的な取扱い、調理従事者の健康状態の把握等、積み重ねが大切である。 

日常点検は、調理過程における衛生管理点について、適切に作業したかどうかを点検し、食中

毒発生を防止しようとするものである。その実施については、校長・場長の責任のもとで、栄養

教諭等と学校給食調理員が協力することが必要である。点検により異常や不適が発見された場合

には、直ちに校長・場長に報告し、校長・場長は、故障箇所の修理、調理従事者の作業内容の変

更、食材の返品、献立変更、調理済み食品の改修等、必要な措置を講じる必要がある。 

 【具体的な実施方法】 

① 日常点検は、栄養教諭等または学校給食調理員が中心となって、当日の作業工程によりあら

３ 日常及び定期検査の実施について 
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かじめ点検担当者を定めるなどして、確実に実施すること。 

② 作業中における温度や時間の確認については漏れのないように確実に実施すること。そのた

めに、記録票を工夫するなどして、無理なく実施できるようにすること。 

③ 点検により異常や不適が発見された場合は、校長・場長の指示を仰ぎ、その対応状況、改善

措置状況について記録すること。 

④ 日常点検結果は、校長・場長の確認（検印）を受けること。 

⑤ 日常点検票は、年度経過後１年間保存すること。 
    

点検票 区分 日常検査の内容 

作業前 学校給食従事者（服装等、手洗い、健康状態）、施設・設備、使用水、検収 

作業中 下処理、調理時、使用水、保存食、配食 

作業後 配送・配膳、検食、給食当番、食器具・容器・器具洗浄・消毒、廃棄物の処

理、食品保管室 

第８票 

便所 
調理室の立ち入り 
共同調理場受配校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校給食法 

（学校給食衛生管理基準）  
第九条 略 
２ 略 
３ 義務教育諸学校の校長又は共同調理場の長は、学校給食衛生管理基準に照らし、衛生管理上

適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又

は当該措置を講ずることができないときは、当該義務教育諸学校若しくは共同調理場の設置者

に対し、その旨を申し出るものとする。 

学校給食衛生管理基準 第４－１（１） 

五 校長等は、食品の検収等の日常点検の結果、異常の発生が認められる場合、食品の返品、献

立の一部又は全部の削除、調理済食品の回収等必要な措置を講じること。 

六 校長等は、施設及び設備等の日常点検の結果、改善が必要と認められる場合、必要な応急措

置を講じること。また、改善に時間を要する場合、計画的な改善を行うこと。 
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学校給食施設・設備は、調理作業工程・作業動線、適切な温度管理などの衛生管理のみならず、お

いしい給食の調理に影響を及ぼすため、各学校給食施設で確実に点検を行い、計画的な改善を行う必

要がある。 

日常及び定期検査により、「Ｃ：改善を要するもの」と判定された項目については、衛生管理上にお

ける重要度から見た優先順位をつけ、計画的に改善を図らなければならない。その際、衛生管理組織

を活用し、学校医、学校薬剤師、保健所長等の専門家の助言を受け、適切に判断することが重要であ

る。 

また、老朽化の著しい施設において「学校給食衛生管理基準」に照らして衛生管理上適正を欠く場

合は、施設の新増築、改築、修理等できるだけ早期に改善されることが求められる。その場合は、「学

校給食衛生管理基準」に即した施設とすることが重要である。 

 

（１）「学校給食衛生管理基準」に示される学校給食施設について 

  ① 学校給食施設については、下表のとおり示されている。 

共
通
事
項 

(1)学校給食施設は、衛生的な場所に設置し、食数に適した広さとすること。 

(2)学校給食施設は、別添の「学校給食施設の区分→P.85」に従い区分することとし、

調理場は、二次汚染防止の観点から、汚染作業区域、非汚染作業区域及びその他の

区域に部屋単位で区分すること。 

(3)ドライシステムを導入するよう努めること。また、ドライシステムを導入していな

い調理場においてもドライ運用を図ること。 

(4)作業区域の外部に開放される箇所にはエアカーテンを備えるよう努めること。 

作
業
域
内
の
施
設 

(1)食品を取り扱う場所は、温度（25℃以下）及び湿度管理（80％以下）が適切に行え

る空調等を備えるよう努めること。 

(2)食品の保管室は、専用であること。 

(3)外部からの汚染を受けないような構造の検収室を設けること。 

(4)排水溝は、詰まり又は逆流がおきにくく、かつ排水が飛散しない構造及び配置とす

ること。 

(5)釜周りの排水が床面に流れないように排水溝を設けること。 

(6)配膳室は、廊下等と明確に区分すること。また、その出入口には、原則として施錠

設備を設けること。 

そ
の
他
の
区
域

の
施
設 

(1)廃棄物の保管場所は、調理場外の適切な場所に設けること。 

(2)学校給食従事者専用の便所は、 

①食品を取り扱う場所及び洗浄室から直接出入りできない構造とすること。 

②食品を取り扱う場所及び洗浄室から３ｍ以上離れた場所に設けるよう努めるこ

と。 

③便所の個室の前に調理衣を着脱できる場所を設けるよう努めること。 

 

  ② その他留意点 

ア ウェットシステムの調理場においてはドライ運用を図ること。 

イ 汚染作業区域と非汚染作業区域の境にはカウンターを設けたり、調理台や棚で仕切るなど、

食品のみが移動するよう工夫すること。 

ウ 洗浄室は、午前中は非汚染作業区域、洗浄開始時から清掃終了時までを汚染作業区域と区

分すること。 

４ 学校給食施設・設備の整備について 

10



 

 

エ 洗浄室では食品を取り扱わないこと。 

 

（２）「学校給食衛生管理基準」に示される学校給食設備について 

① 学校給食設備については、下表の通り示されている。 

共
通
事
項 

(1)機械及び機器については、可動式にするなど、調理過程に合った作業動線となるよう

配慮した配置であること。 

(2)全ての移動性の器具及び容器は、衛生的に保管するため、外部から汚染されない構造

の保管設備を設けること。 

(3)給水給湯設備は、必要な数を使用に便利な位置に設置し、給水栓は、直接手指を触れ

ることのないよう、肘等で操作できるレバー式等であること。 

(4)共同調理場においては、調理した食品を調理後２時間以内に給食できるようにするた

めの配送車を必要台数確保すること。→P.45 

調
理
用
の
機
械
、
機
器
、

器
具
及
び
容
器 

(1)食肉類、魚介類、卵、野菜類、果実類等食品の種類ごとに、それぞれ専用に調理用の

器具及び容器を備えること。また、それぞれの調理用の器具及び容器は、下処理用、

調理用、加熱調理済食品用等調理の過程ごとに区別すること。 

(2)調理用の機械、機器、器具及び容器は、洗浄及び消毒ができる材質、構造であり、衛

生的に保管できるものであること。また、食数に適した大きさと数量を備えること。

(3)献立及び調理内容に応じて、調理作業の合理化により衛生管理を充実するため、焼き

物機、揚げ物機、真空冷却機、中心温度管理機能付き調理機等の調理用の機械及び機

器を備えるよう努めること。 

シ
ン
ク 

・食数に応じてゆとりのある大きさ、深さであること 

・下処理室における加熱調理用食品、非加熱調理用食品及び器具の洗浄に用いるシンク

は別々に設置するとともに、三槽式構造とすること。 

・調理室においては、食品用及び器具等の洗浄用のシンクを共用しないこと。 

・その他の用途（乾物の水戻し、豆腐の水さらし等）のシンクについても相互汚染しな

いよう努めること。 

冷
蔵
及
び

冷
凍
設
備 

食数に応じた広さがあるものを原材料用及び調理用等に整備し、共用を避けること。 

温
度
計
及

び
湿
度
計

・調理場内の適切な温度及び湿度の管理のために、適切な場所に正確な温度計及び湿度

計を備えること。 

・冷蔵庫・冷凍庫の内部及び食器消毒庫その他のために、適切な場所に正確な温度計を

備えること。 

廃
棄
物
容

器
等 ・ふた付きの廃棄物専用の容器を廃棄物の保管場所に備えること。 

・調理場には、ふた付きの残菜入れを備えること。 

学
校
給
食
従
事
者
専

用
手
洗
い
設
備
等 

・前室、便所の個室に設置すること。 

・作業区分ごとに使用しやすい位置に設置すること。 

・肘まで洗える大きさの洗面台を設置すること。 

・給水栓は、直接手指を触れることのないよう、肘等で操作できるレバー式、足踏み式

又は自動式等とすること。 

・温水に対応した方式であること。 

 →文部科学省「学校給食調理場における手洗いマニュアル（平成 20 年３月）」参照 

 

② その他留意点 

ア 冷蔵及び冷凍設備については原材料用と加熱調理後及び生食用とに区別すること。 

イ 学校給食従事者用の便所の個室に設置する手洗い設備については、用便後衣服を整える前
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に手洗いができる位置に設置すること。 

 →文部科学省「学校給食調理場における手洗いマニュアル」参照 

ウ 手洗い設備の給水栓については、充分な手洗いができるよう温水が出るようにすること。 

 →文部科学省「学校給食調理場における手洗いマニュアル」参照 

 

（３）学校給食施設及び設備の衛生管理について 

   学校給食施設及び設備は、食品衛生上及び労働安全上において望ましい環境に維持する必要が

ある。 

① 施設及び設備は、清潔を維持すること。 

② 食品の保管場所は整理整頓すること。 

③ 調理場は、換気を行い、温度は 25℃以下、湿度は 80％以下に保つように努めること。 

④ 調理室及び食品の保管室の温度及び湿度、並びに冷蔵庫及び冷凍庫の内部の温度を毎日記録

すること。 

⑤ 計器（温度計、湿度計、表面温度計、中心温度計等）は定期的に検査すること。 

⑥ ねずみや衛生害虫の侵入を防止するための侵入防止措置を講じるとともに、それらの発生状

況を１ヶ月に１回以上点検すること。また、発生を確認した場合はその都度駆除し、必要に応

じて適切な措置を行い、その内容を記録すること。 

 学校給食衛生管理基準  

第２－１（３） 

一 学校給食施設及び設備は、清潔で衛生的であること。 
二 冷蔵庫、冷凍庫及び食品の保管室は、整理整頓すること。また、調理室には、調理作業に不

必要な物品等を置かないこと。 
三 調理場は、換気を行い、温度は 25℃以下、湿度は 80％以下に保つよう努めること。また、

調理室及び食品の保管室の温度及び湿度並びに冷蔵庫及び冷凍庫内部の温度を適切に保ち、こ

れらの温度及び湿度は毎日記録すること。 
四 調理場内の温度計及び湿度計は、定期的に検査を行うこと。 
五 調理場の給水、排水、採光、換気等の状態を適正に保つこと。また、夏期の直射日光を避け

る設備を整備すること。 
六 学校給食施設及び設備は、ねずみ及びはえ、ごきぶり等衛生害虫の侵入及び発生を防止する

ため、侵入防止措置を講じること。また、ねずみ及び衛生害虫の発生状況を１ヶ月に１回以上

点検し、発生を確認したときには、その都度駆除をすることとし、必要な場合には、補修、整

理整頓、清掃、清拭、消毒等を行い、その結果を記録すること。なお、殺そ剤又は殺虫剤を使

用する場合は、食品を汚染しないようその取扱いに十分注意すること。さらに、学校給食従事

者専用の便所については、特に衛生害虫に注意すること。 
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おいしくて、安全な給食を提供するためには、地元で生産された新鮮な産物など、良質かつ衛生的

なものを選定し、購入することが重要である。 

  教育委員会は、学校給食実施者として物資選定のための委員会を設け（→P.５参照）、適切な運用を

図ることが大切である。 

 

（１）物資選定のための委員会の設置 

   食の安全性が確保され、栄養バランスが考慮された給食を作るために、学校給食で使用する食

品等を検討するための組織であり、栄養教諭等、保護者その他の関係者の意見を十分尊重するこ

とが重要である。必要に応じて、衛生管理に関する専門家の助言及び協力が得られるような仕組

みを整えておく必要がある。 

 

 

 

 

（２）食品納入業者の選定 

   食品納入業者の選定にあたっては、関係保健所等の協力を得て、施設の衛生管理面や食品の取

扱が良好で、衛生上信用のおける業者を選定する必要がある。 

納入業者の選定にあたっては次のことに留意すること。 

① 保健所等の食品衛生監視の結果が良好な判定である。 

② 食品を衛生的に取り扱うための社員研修が徹底されている。 

③ 搬送中の温度管理が適切にされている。 

④ 製造委託業者においては、定期的に検便を実施するなど、従業員の健康管理が適切にされて

いる。 

⑤ 定期的に食品の自主検査を実施し、その結果が適切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）食品の選定 

   衛生的な食品の選定にあたっては、次のことに留意すること。 

① 食品の購入にあたっては、過度に加工したものは避け、鮮度のよい衛生的なものを選定す

学校給食衛生管理基準 第３－１（２）② 
一 保健所等の協力を得て、施設の衛生面及び食品の取扱いが良好で衛生上信用のおける食

品納入業者を選定すること。 
二 食品納入業者又は納入業者の団体等との間に連絡会を設け、学校給食の意義、役割及び

衛生管理の在り方について定期的な意見交換を行う等により、食品納入業者の衛生管理の

啓発に努めること。 
三 売買契約に当たって、衛生管理に関する事項を取り決める等により、業者の検便、衛生

環境の整備等について、食品納入業者に自主的な取組を促すこと。 
四 必要に応じて、食品納入業者の衛生管理の状況を確認すること。 
五 原材料及び加工食品について、製造業者若しくは食品納入業者等が定期的に実施する微

生物及び理化学検査の結果、又は生産履歴等を提出させること。また、検査等の結果につ

いては、保健所等への相談等により、原材料として不適と判断した場合には、食品納入業

者の変更等適切な措置を講じること。さらに、検査結果を保管すること。 

学校給食衛生管理基準 第３－１（１） 

四 献立作成委員会を設ける等により、栄養教諭等、保護者その他の関係者の意見を尊重す

ること。 

５ 学校給食用食品の選定・購入について 
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ること。 

② 不必要な食品添加物を使用した食品や、内容表示、消費期限・賞味期限、製造業者等が明

らかでない食品は選定しないこと。 

③ 缶詰、乾物、調味料等常温で保存可能な食品を除き、食肉類、魚介類、野菜類、その他生

鮮食料品については、１回又は１日で使い切る量を購入すること。 

④ 食品の安全性に関する情報収集に努めるとともに、関係保健所等からの情報提供を受け、

地域における感染症、食中毒の発生状況を考慮して食品を購入すること。 

⑤ 食品の保管施設、設備の状況、学校給食費との関連、安定した供給体制など総合的に検討

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）食品の定期的な点検の実施 

   市町組合教育委員会及び県立学校（単独調理校）は、原材料及び加工食品について定期的に微

生物（細菌等）検査、理化学検査（残留農薬、添加物等）を実施する必要がある。 

① 点検する食品、残量農薬・食品添加物・細菌等の点検項目及び点検方法等について、検査機

関と連携を図り、食品の点検を実施する必要がある。 

② 市町組合教育委員会においては、域内の学校で１年間に少なくとも１校は実施すること。 

③ 県教育委員会においては、市町組合教育委員会及び県立学校と連携を図り、検査結果を取り

まとめたものを県内に周知する等、情報の共有を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校給食衛生管理基準 第３－１（２）③ 
一 食品は、過度に加工したものは避け、鮮度の良い衛生的なものを選定するよう配慮す

ること。また、有害なもの又はその疑いのあるものは避けること。 
二 有害若しくは不必要な着色料、保存料、漂白剤、発色剤その他の食品添加物が添加さ

れた食品、又は内容表示、消費期限及び賞味期限並びに製造業者、販売業者等の名称及

び所在地、使用原材料及び保存方法が明らかでない食品については使用しないこと。ま

た、可能な限り、使用原材料の原産国についての記述がある食品を選定すること。 
三 保健所等から情報提供を受け、地域における感染症、食中毒の発生状況に応じて、食

品の購入を考慮すること。 

学校給食衛生管理基準 第４－１（１） 
十 教育委員会等は、設置する学校について、計画を立て、登録検査機関（食品衛生法（昭

和二十二年法律第二百三十三号）第四条第九項に規定する「登録検査機関」をいう。）等

に委託するなどにより、定期的に原材料及び加工食品について、微生物検査、理化学検

査を行うこと。 

学校給食衛生管理基準の施行について（通知） 

食品の点検については、旧基準では、都道府県教育委員会と市町村教育委員会との役割

が明確でなかったことから、本基準においては、市町村教育委員会が、「定期的に原材料及

び加工食品について、微生物検査、理化学検査を行うこと。」と整理したこと。また、定期

的な点検の実施に当たっては、市町村教育委員会においては、いずれかの学校で 1 年間に

少なくとも 1 校は実施すること。なお、都道府県教育委員会においては、市町村教育委員

会と連携を図り、その点検結果を県内に周知するなど適切な情報共有を図ることが望まし

い。 
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（５）食品の検収 

納入された食品の安全性を確認するために、検収は不可欠な業務である。日々の学校給食に使

用する食品は、納入業者等から納品される都度、学校給食衛生管理基準に挙げられる項目につい

て点検を行う必要がある。 

検収にあたっては次のことに留意すること。 

① 食品の納入業者等との話し合い等により、大方の納入時間を定め、確実に検収できる体制を

整えておく。 

② 検収責任者（当日の検収担当者）をあらかじめ決めておき、その体制を整えておく（品質を

見極めるため、できるだけ複数で対応すること）。 

③ 生鮮食品は原則として当日納品すること。 

④ 検収に立ち会い、品名、数量、納品時間、納入業者名、製造業者名及び所在地、生産地、品

質、鮮度、箱、袋の汚れ、破れその他の包装容器等の状況、異物混入及び異臭の有無、消費期

限又は賞味期限、製造年月日、品温（納入業者が運搬の際、適切な温度管理を行っていたかど

うかを含む。）、年月日表示、ロット番号等について検収簿に基づき確実に点検を行い、記録し、

保存する。 

⑤ 納入された食品は、60cm 以上の高さの検収台で受け取り、専用の容器に移し替え、それぞれ

の食品の分類ごとに区分して食品庫・冷蔵庫・冷凍庫で適切に保管する。 

⑥ 検収室には次のものを用意すること。 

ア 食品が直接床面に接触しないよう、床面から 60cm 以上の高さの置台を設けること。 

イ 専用容器に移し替えた食品を置く多段ラックを設置すること。ただし、最下部の高さは、

床面から 60cm 以上とすること。 

ウ 検収用のエプロンを備えること（肉、魚、卵用は専用とすること）。 

エ 食品の温度を測る非接触式温度計を備えること。 

オ 保存食採取用のまな板、包丁を備えること。 

カ 泥つきの球根の処理を行う球根皮むき機を設置すること。 

キ 球根以外の根菜の泥落とし用シンクを設置することが望ましい。 

ク 手洗い設備を設置すること。 

⑦ 検収室は、確実な検収と容器の移し替えができるスペースを確保すること。 

 

【納入業者に対する衛生管理の啓発について】 

食品の安全性を確保するためには、納入業者側においても衛生的な取扱いをする必要があ

る。そのためには、食品の衛生的な取扱いについて関係納入業者等への理解と協力を求める

必要がある。 

① 食品納入業者等に対して、衛生管理の徹底について文書等による協力依頼をする。 

② 食品にかかる細菌検査結果票等、食品納入業者等が行った衛生に関する検査結果票の

添付や従業員の検便結果票の提出などについて、売買契約書で明記することも一つの方

法である。 

③ 食品納入業者との意見交換や学校給食の意義や役割、衛生管理に関する研修を行うな

ど相互間の理解と協力関係を深め、衛生管理についての意識向上を図る。 
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（６）食品の保管について  

食品は、缶詰、乾物、調味料等常温で保管可能なもの以外は、１回で使い切る量を購入するが、

納入された食材を保管する必要がある場合は、次のことに注意すること。 

① 食品の保管場所（食品庫・冷蔵庫・冷凍庫）は、常に適切な温度及び湿度管理がなされ、衛

生的な状態であること。また、日常点検において、食品庫の温湿度、冷蔵庫・冷凍庫が正常に

機能しているかを確認すること。 

② 保管場所にねずみやはえ、あり、ごきぶり等衛生害虫がいないこと。 

③ 食品庫は専用とし、物品庫と併用しないこと。 

④ 食品は床に直置きせず、床面から 60cm 以上の高さに保管すること。 

⑤ 食品の分類ごと（食肉類、魚介類、野菜類等）専用容器に移し替え、適切な温度帯（→P.36）

で保管するとともに、保管中に相互汚染しないようにすること。 

⑥ 牛乳は専用の保冷庫等により適切な温度管理を行い、品質の保持に努めること。 

⑦ 調味料、乾物などの保存食品は、先入れ・先出しの管理をすること。 

 

学校給食衛生管理基準 第３－１（３） 
六 食品を保管する必要がある場合には、食肉類、魚介類、野菜類等食品の分類ごとに区分し

て専用の容器で保管する等により、原材料の相互汚染を防ぎ、衛生的な管理を行うこと。ま

た、別紙「学校給食用食品の原材料、製品等の保存基準」に従い、棚又は冷蔵冷凍設備に保

管すること。 
七 牛乳については、専用の保冷庫等により適切な温度管理を行い、新鮮かつ良好なものが飲

用に供されるよう品質の保持に努めること。 

学校給食衛生管理基準 第３－１（３） 
一 検収は、あらかじめ定めた検収責任者が、食品の納入に立会し、品名、数量、納品時間、

納入業者名、製造業者名及び所在地、生産地、品質、鮮度、箱、袋の汚れ、破れその他の包

装容器等の状況、異物混入及び異臭の有無、消費期限又は賞味期限、製造年月日、品温（納

入業者が運搬の際、適切な温度管理を行っていたかどうかを含む。）、年月日表示、ロット（一

の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製造された製品の一群をいう。

以下同じ。）番号その他のロットに関する情報について、毎日、点検を行い、記録すること。

また、納入業者から直接納入する食品の検収は、共同調理場及び受配校において適切に分担

し実施するとともに、その結果を記録すること。 
二 検収のために必要な場合には、検収責任者の勤務時間を納入時間に合わせて割り振ること。 
三 食肉類、魚介類等生鮮食品は、原則として、当日搬入するとともに、一回で使い切る量を

購入すること。また、当日搬入できない場合には、冷蔵庫等で適切に温度管理するなど衛生

管理に留意すること。 
四 納入業者から食品を納入させるに当たっては、検収室において食品の受け渡しを行い、下

処理室及び調理室に立ち入らせないこと。 
五 食品は、検収室において、専用の容器に移し替え、下処理室及び食品の保管室にダンボー

ル等を持ち込まないこと。また、検収室内に食品が直接床面に接触しないよう床面から 60cm
以上の高さの置台を設けること。 

八 泥つきの根菜類等の処理は、検収室で行い、下処理室を清潔に保つこと。 
「学校給食衛生管理基準の施行について（平成 21 年 4 月 1 日 21 文科ス第 6010 号文部科学省通

知）」より 

（留意事項） 
泥つきの根菜類の処理については、球根皮むき機とあわせ、球根以外に対応した泥落としシ

ンクの整備に努めることが望ましい。 
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安全な学校給食を提供するためには、調理従事者の健康管理を適切に行う必要がある。 

調理従事者は、自らの健康に留意することはもちろんであるが、校長又は場長は、調理従事者の定

期的な健康診断の実施をはじめ、日常点検において健康観察を行うことが必要である。 

また、学校給食従事者の食中毒の原因微生物の保有の有無を知るために、月２回以上の検便を実施

することとされている。 

 

（１）定期的な健康診断 

   健康診断は、調理従事者の一般的な健康状態を知るために実施するものである。 

健康診断は、年１回の定期健康診断を行うとともに、その他年２回定期に健康状態を把握する

ことが望ましいとされている。 

 

 

 

 

（２）月２回以上の検便 

   検便は、調理従事者が食中毒の原因微生物に感染しているか否かについて検査するものである。 

赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌血清型 O157、その他必要な細菌等について毎月２

回以上実施することとされている。 

  ① 本人や家族が経口感染する病原体の汚染地域を旅行した時、及び家族に保菌者、発症者がい

る場合には臨時に検便を受けることが望ましい。 

  ② 地域の感染症の状況等を勘案し、ノロウイルス等についても必要に応じて検査を行うこと。 

  ③ 配送及び配膳に携わる者も、その作業内容に応じて検便を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）調理開始前の健康観察 

調理従事者の健康状態は、作業全体に影響するので、毎朝その状態を確認することが重要であ

る。調理従事者間で日頃からお互いをよく観察し、個人個人の健康な状態を把握しておくよう心

がけ、日々の健康観察が形骸化しないように努めることが大切である。 

健康観察は、次の項目について行い、個人ごとの健康状態は記録しておくこととされている。 

学校給食衛生管理基準 第４－１（３） 

一 学校給食従事者については、日常的な健康状態の点検を行うとともに、年１回健康診断

を行うこと。また、当該健康診断を含め年３回定期に健康状態を把握することが望ましい。

学校給食衛生管理基準 第４－１（３） 

二 検便は、赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌血清型 O157 その他必要な細菌等に

ついて、毎月２回以上実施すること。 

【定期の検便により食中毒の原因微生物が陽性の場合の対応】 

校長、場長は検便の結果、下痢症等の症状がなく、また自覚症状もない、いわゆる健康

保菌者（無症状病原体保有者）については、食中毒等事故を未然に防止するために次のよ

うな措置をとること 

① 当該調理従事者を調理作業に従事させないこと 

② 児童生徒の健康状態を確認すること 

③ 学校医または主治医、必要に応じて保健所等に指示を仰ぐこと 

④ 検便検査の結果やその後の勤務上の措置などについては、職員のプライバシーの保護に

十分留意する必要がある。 

６ 学校給食従事者の健康管理について 
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  ① 下痢をしていないか 

  ② 発熱、腹痛、嘔吐していないか 

  ③ 本人や家族に感染症またはその疑いがないか 

  ④ 手指・顔面に化膿性疾患がないか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【感染症予防法の対象となる感染症】 

感染症類型 感染症名 

一類感染症 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マール

ブルグ病、ラッサ熱 

二類感染症 急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス

属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る） 、鳥インフルエンザ（病原体がインフルエ

ンザウイルスＡ属インフルエンザＡウイルスであってその血清亜型がＨ５Ｎ１であるもの） 

三類感染症 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス 

四類感染症 Ｅ型肝炎、Ａ型肝炎、黄熱、Ｑ熱、狂犬病、炭疽、鳥インフルエンザ（鳥インフル

エンザ（Ｈ５Ｎ１）を除く）、ボツリヌス症、マラリア、野兎病等 

五類感染症 インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く） 、ウイルス

性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く）、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症

候群、性器クラミジア感染症、梅毒、麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感

染症等 

  ※上記の他に、発生時に政令で指定する指定感染症、緊急対応する新感染症及び新型インフルエ

ンザ等がある。 

 

（４）ノロウイルス感染症への対応 

   日常点検における健康観察によって、下痢、発熱、嘔吐等の症状が確認された場合には、（３）

に示したように、当該調理従事者に医師の診察を受けさせ、その原因を特定する必要がある。 

   そこで、ノロウイルスを原因とした感染性疾患であると診断された場合は、次の対応をするこ

と。 

  ① 当該調理従事者に対して 

    高感度の検便検査（RT-PCR 法等）においてノロウイルスを保有していないことが確認される

までは、食品に直接触れる調理作業を行わないこと。 

  ② その他の調理従事者に対して 

   ・当該調理従事者と一緒に食事をする等、給食以外で共通食があり、感染の機会があった可能

【日常点検により調理従事者に健康異常があると思われる場合の対応】 

当該調理従事者の状態により次のような措置をとること 

① 校長、場長は当該調理従事者を調理作業に従事させないこと 

② 医療機関に受診させ必要な治療を受けること。その際、学校給食の調理に従事している

ことを申し出、検便等の検査を受けること。 

学校給食衛生管理基準 第４－１（３） 

三 学校給食従事者の下痢、発熱、腹痛、嘔吐、化膿性疾患及び手指等の外傷等の有無等健

康状態を、毎日、個人ごとに把握するとともに、本人若しくは同居人に、感染症予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律百十四号。以下「感染症予防法」

という。）に規定する感染症又はその疑いがあるかどうか毎日点検し、これらを記録するこ

と。また、下痢、発熱、腹痛、嘔吐をしており、感染症予防法に規定する感染症又はその

疑いがある場合には、医療機関に受診させ感染性疾患の有無を確認し、その指示を励行さ

せること。さらに、化膿性疾患が手指にある場合には、調理作業への従事を禁止すること。
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性のある者がいるか確認する。 

・上記のいる場合には当該調理従事者と同様に、高感度の検便検査を実施し、ノロウイルスを

保有していないことが確認されるまでは調理に従事させない等の対応をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校給食衛生管理基準 第４－１（３） 

四 ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された学校給食従事者は、高感

度の検便検査においてノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品に

直接触れる調理作業を控えさせるなど適切な処置をとること。また、ノロウイルスにより

発症した学校給食従事者と一緒に食事を喫食する、又は、ノロウイルスによる発症者が家

族にいるなど、同一の感染機会があった可能性がある調理従事者について速やかに高感度

の検便検査を実施し、検査の結果ノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの

間、調理に直接従事することを控えさせる等の手段を講じるよう努めること。 
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検食は、児童生徒に提供される調理が完了した給食に異常のないことを確認することによって、事

故を未然に防止しようとするものである。 

検食は、学校給食調理現場の最高責任者である校長、場長が責任を持って実施する必要がある。 

また、異物混入や異臭等があった時の対応に備え、児童生徒が喫食する 30 分前までに検食を行うこ

とが重要である。 

 

（１）検食実施者 

検食は、校長・場長が直接実施することが原則であるが、公務等の都合により不在、または体

調不良等の場合は、校長・場長があらかじめ指示した教頭、栄養教諭等が実施する。 

 

（２）検食での確認事項 

   検食者は、次の事項に留意して検食を行うこと 

   また、検食者の意見、検食を行った時間を記入すること 

  ① 食品中に人体に有害と思われる異物混入がないか 

  ② 調理過程において加熱・冷却が適切に行われているか 

  ③ 食品の「異味」や「異臭」、その他の異常がないか 

  ④ 一食分としてそれぞれの食品の量が適当か 

  ⑤ 味付け、香り、色彩並びに形態等が適切か 

  ⑥ 児童生徒の嗜好との関連への配慮がされているか 

  ⑦ 食器等の汚れはないか 

 

（３）共同調理場の受配校での検食の実施 

   共同調理場の受配校でも配送後の保管中に異常が発生することもあることから、校長が責任者

となって検食を実施する必要がある。 

  ① 受配校においても同様に、（２）の確認が行えるよう、検食簿等様式を定め、確実に記録、保

存すること。共同調理場においては、定期的に提出を求め、確認を行うこと。 

② 検食は、校長が直接実施することが原則であるが、公務等の都合により不在、または体調不

良等の場合は、校長があらかじめ指示した教頭等が実施する。 

③ 納入業者から直接受配校へ配送されるパン、牛乳等については、特に注意を払うこと。 

④ 共同調理場の受配校においても、児童生徒が喫食する 30 分前までの検食を行うこととされて

いるため、共同調理場においてタイムスケジュールを確実に行うこと 

⑤ 検食等により異常が発見された場合は、直ちに当該共同調理場へ連絡し、連携を図りながら

事故等防止のための所要の措置を取ること。 

 

 

 

 

 

７ 検食の実施について 
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（４）調理従事者の給食の喫食 

調理従事者が味見や食事内容の改善のために、給食を食べることは差し支えない。この場合、

毎日の健康調査の実施と記録、及び月２回以上の検便検査を実施していることが必要である。 

 

 

 

 

 

学校給食衛生管理基準 第３－１（６）① 

一 検食は、学校給食調理場及び共同調理場の受配校において、あらかじめ責任者を定めて児

童生徒の摂食開始時間の 30 分前までに行うこと。また、異常があった場合には、給食を中止

するとともに、共同調理場の受配校においては、速やかに共同調理場に連絡すること。 

二 検食に当たっては、食品の中に人体に有害と思われる異物の混入がないか、調理過程にお

いて加熱及び冷却処理が適切に行われているか、食品の異味、異臭その他の異常がないか、

一食分としてそれぞれの食品の量が適当か、味付け、香り、色彩並びに形態等が適切か、及

び、児童生徒の嗜好との関連はどのように配慮されているか確認すること。 

三 検食を行った時間、検食者の意見等検食の結果を記録すること 

「学校給食衛生管理基準の施行について（平成 21 年 4 月 1 日 21 文科ス第 6010 号文部科学省通

知）」より 

学校給食従事者が、施設内で調理された給食を喫食することは、自ら調理した給食を児童生

徒とともに食べることによって、調理者としての責任を自覚し、給食内容の向上改善に資する

ものであることから、毎日の健康調査及び月２回の検便検査の措置を講じた上で、当該施設内

で喫食しても差し支えない。 
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学校給食における食中毒事故防止に万全を期するためには、関係職員が衛生管理に関する知識・技

能の習得とともに、衛生に係る意識の高揚を図る必要がある。 

そのために、市町組合教育委員会及び校長・場長は、市町単位、学校単位で研修の機会を設けたり、

国及び県等が実施する研修会に参加できるよう特段の配慮が必要である。 

 

（１）栄養教諭・学校栄養職員 

   栄養教諭等は、学校給食施設の衛生管理、衛生指導の要として関係者に対して指導・助言を行

わなければならない。 

   このため、国、県及び市町等が実施する研修会等に積極的に参加し、食中毒発生状況とその傾

向や衛生管理上の留意点などについて最新情報を入手するよう努めることが必要である。 

 

（２）学校給食調理員 

   食中毒事故防止に万全を期するために、学校給食の調理に従事する学校給食調理員が食中毒や

衛生管理に関する基本的知識をもって、日常の調理業務で実践することは重要である。 

   このために、次のような点に留意することが必要である。 

  ① 学校給食衛生管理基準別紙２の「学校給食調理員の標準的研修プログラム」を参考に、学校

給食調理員に対して実践的な衛生教育を積極的に実施すること。 

  ② 非常勤職員等を含めて、できるだけ全員が等しく受講できるようにすること。 

  ③ 研修は、学校給食調理員が交代で受講しやすい時期を選んで複数回開催することが望ましい。 

 

 

 

 

 

（３）校長・場長 

学校給食現場の最高責任者として、施設管理や危機管理にあたる必要がある。 

このために、学校給食の運営にあたっての日常点検や定期検査、緊急連絡体制の整備について、

研修を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 学校給食関係職員の研修の実施について 

学校給食衛生管理基準 第４－１（１） 

八 教育委員会等は、栄養教諭等の衛生管理に関する専門性の向上を図るため、新規採用時及

び経験年数に応じた研修その他の研修の機会が確保されるよう努めること。 

九 教育委員会等は、学校給食調理員を対象とした研修の機会が確保されるよう努めること。

また、非常勤職員等も含め可能な限り全員が等しく研修を受講できるよう配慮すること。 
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（４）教職員 

   児童生徒が教室やランチルームでの喫食するにあたって、給食当番の健康観察、手洗い指導及

び児童生徒が嘔吐した場合の対応等、その必要性について研修を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（独）日本スポーツ振興センターの食中毒防止ビデオ 

○ 安全でより豊かな学校給食のために～生きた教材をつくる調理場～ 
○ ノロウイルス食中毒への対策 
○ ドライ運用のカギは人 食の安全を守るプロたち 
○ 食中毒を根絶する 
○ 常温放置を追放する 
○ 水を制御する 
文部科学省「食に関する指導の手引」 

第４章 学校給食を生きた教材として活用した食育の推進 

学校給食衛生管理基準 第３－１（５）② 

二 食品を運搬する場合は、容器にふたをすること。 

三 パンの容器、牛乳等の瓶その他の容器等の汚染に注意すること。 

四 はし等を児童生徒の家庭から持参させる場合は、不衛生にならないよう指導すること。 

五 給食当番等配食を行う児童生徒及び教職員については、毎日、下痢、発熱、腹痛等の有無

その他の健康状態及び衛生的な服装であることを確認すること。また、配食前、用便後の手

洗いを励行させ、清潔な手指で食器及び食品を扱うようにすること。 

六 教職員は、児童生徒の嘔吐物のため汚れた食器具の消毒を行うなど衛生的に処理し、調理

室に返却するに当たっては、その旨を明示し、その食器具を返却すること。また、嘔吐物は、

調理室には返却しないこと。 
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ⅡⅡⅡ   食食食中中中毒毒毒防防防止止止及及及びびび食食食中中中毒毒毒発発発生生生時時時ののの対対対応応応にににつつついいいててて    
 

 

 

（１）児童生徒に対する日常の保健教育・衛生指導の実施 

① 感染症や食中毒の予防に関する保健教育を充実させるとともに、日常生活における食中毒等

予防対策の実践、特に用便後や食事前の手洗いについて十分に指導すること。 

② 給食前に十分な手洗いをするよう指導すること。 

③ 給食当番の児童生徒に対しては、特に健康状態、衛生的な服装、配食前・用便後の手洗いを

するとともに、常に清潔な手指で食器や食品を扱うよう指導すること。 

  また、日常点検票（第８票→P.97～99）に基づいて、記録をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）児童生徒の健康状態の把握、患者の早期発見 

① 児童生徒の欠席率の動向に注意し、感染症・食中毒の早期発見に努めること。 

② 健康観察等により異常の発見に努め、疑わしい症状がある場合は、医師の診察を受けさせる

こと。 

  そして、異常があった場合には、学校医、教育委員会、健康福祉事務所（保健所）（以下、

「保健所等」という。）に連絡し、その指導により必要な措置を講じること。 

③ 児童生徒に対しては、体調不良等の場合には、速やかに教職員に申し出るように指導し、保

護者に対しては、児童生徒が食中毒にかかったり、その疑いがある場合には学校にその旨を連

絡したりするよう周知すること。 

 

（３）食品衛生について最新の情報の収集 

食中毒防止のためには、原因物質の性質や原因となりやすい食材等を知り、発生事例から防止

策を研究し、確実な対策を取ることが重要である。 

食中毒事故は年々事例や原因が変化するため、原因物質及び防止対策について、最新情報を収

集し、速やかに関係者への周知徹底を図ること。 

学校給食衛生管理基準 第３－１（５）② 

四 はし等を児童生徒の家庭から持参させる場合は、不衛生にならないよう指導すること。 
五 給食当番等配食を行う児童生徒及び教職員については、毎日、下痢、発熱、腹痛等の有無

その他の健康状態及び衛生的な服装であることを確認すること。また、配食前、用便後の手

洗いを励行させ、清潔な手指で食器及び食品を扱うようにすること。 
第５－１ 日常点検項目 

(11) 給食当番等配食を行う児童生徒及び教職員の健康状態は良好であり、服装は衛生的であ

ること。 

１ 食中毒防止の体制について 
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（１）食中毒（疑い含む）発生時の連絡体制の確立 

 健康異常を訴える者や欠席者の欠席理由や症状に、風邪様症状、腹痛、下痢、発熱、嘔吐、湿

しん等が共通に見られるなど、食中毒や食中毒と疑われる事例が発生した場合は、直ちに学校医、

学校薬剤師、教育委員会、保健所等に指示を仰ぎ、保護者の協力の下、次の事項に万全を期すこ

とが重要である。 

① 食中毒発生時の緊急連絡体制については、P.27 の図のように事前に整備し、夜間休日であっ

ても連絡が取れる体制とすること。 

  特に、教育委員会、保健所等や報道関係には、校長または教頭が責任を持って対応できる体

制とすること。 

② 食中毒発生時には学校及び教育委員会等は「（２）食中毒発生時における学校及び教育委員

会の対応の要点」を参考に、速やかに対応すること。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）食中毒発生時における学校及び教育委員会等の対応の要点 

 【学校の対応】 

   食中毒が発生、あるいはその疑いがあるときには、速やかに次のような措置をとること。 

① 校長は直ちに、学校医、市町組合教育委員会（県立学校にあっては県教育委員会）及び保健

所等に連絡し、有症者の措置に万全を期すこと。 

② 校長は学校医、保健所等の意見を聞き、学校給食の中止等を速やかに判断すること。 

③ 校長は、学校給食衛生管理委員会等の校内組織に基づいて教頭、学級担任、養護教諭、栄養

教諭等、給食担当教諭などの役割を明確にし、校内外の取組体制を整備すること。 

④ 校長は、保護者その他関係者に対し、できるだけ速やかに発生状況を周知し、健康調査、検

便など所要の協力を求めること。 

  その際、プライバシー等の侵害が生じないよう配慮すること。 

⑤ 校長は、食中毒の発生原因について、保健所等の立ち入り調査がある場合には、担当者を定

めて、拭き取り検査への協力などにより原因の解明除去等に努めること。 

  なお、施設の消毒は拭き取り検査後に実施すること。 

⑥ 校長は、探知から終焉までの経過、対応を記録し、教育委員会等に定期的に報告すること。 

⑦ 校長は、食中毒発生状況、食中毒についての正しい知識、児童生徒の健康管理上の注意事項

等を随時保護者に連絡し、協力を求めること。 

⑧ 校長は、児童生徒に対し、次のような事項について必要な指導を行うこと。 

 ア 食中毒発生状況 

 イ 食中毒についての正しい知識 

【食中毒発生時の保健所等に通報する場合の要点】 

① 学校名、校長名、連絡者氏名及び連絡先 
② 事故発生の日時、共同調理場の場合共同調理場名及び所在地 
③ 有症者数、学年別、学級別、職員等の発症状況、分かれば他の学校の状況 
④ 主要症状 
⑤ 受診した医療機関名、診断医師名、人数、容体（治療内容や入院の有無）、診断名 
⑥ 有症者の共通食（発症前２週間分の献立内容や行事食等）、保存食の有無 

２ 食中毒発生時の対応について 
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 ウ 手洗いの励行など、健康管理の注意事項 

 エ 食中毒に罹患している児童生徒、その家族に対し差別偏見等による不当な扱いをしないよ

うにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【教育委員会の対応】 

   学校において食中毒が集団発生したり、その疑いがあるとき、教育委員会は速やかに次のよう

な措置を講じること。 

  ① 校長から食中毒の集団発生、あるいはその疑いがあるとの通報を受けた時は、市町組合教育

委員会は教育事務所を通じて県教育委員会に、県教育委員会は文部科学省に報告するとともに、

担当者を学校に派遣するなどして、有症者の発生状況など、早急に実態の把握に努めること。 

    また、報告は終焉まで継続的に行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

【共同調理場方式の場合】 

 共同調理場方式をとる市町組合教育委員会においては、１つの学校から前述のような報

告があった場合には、同一共同調理場の受配校の状況を調査した上で、関係機関へ報告す

ること。 
 学校給食が原因である可能性がある場合には、共同調理場は市町組合教育委員会の指示

に従うとともに、保健所等の調査に協力すること。 

【県教育委員会への提出資料】 

 市町組合教育委員会は、①～⑭を速やかに提出すること 
① 学校（共同調理場）における食中毒等発生状況報告（→P.100） 
② 献立表（使用食品を記載したもの）２週間分 
③ 学年毎の児童生徒数と教職員の患者数の状況（毎日） 
④ 調理作業工程表 
⑤ 作業動線図 
⑥ 温度記録簿（加熱・冷却中心温度、調理室内、冷凍冷蔵庫温度等） 
⑦ 給食用物資検収簿 
⑧ 学校給食従事者の検便結果 
⑨ 学校給食従事者の個人毎の健康記録簿 
⑩ 学校給食日常点検票 
⑪ 発生の経過を時系列にまとめたもの 
⑫ 健康福祉事務所（保健所）の指示事項 
⑬ 調理室の平面図 
⑭ 保存食記録簿 

報告様式「学校（共同調理場）における食中毒発生状況報告」 

平成 21 年４月１日付け 21 文科ス第 6010 号「学校給食衛生管理基準の施行について（通

知）」別紙４－１（→P.100） 

学校給食衛生管理基準 第４－１（４） 

一 教育委員会等、学校医、保健所等に連絡するとともに、患者の措置に万全を期すこと。

また、二次感染の防止に努めること。 
二 学校医及び保健所等と相談の上、医療機関を受診させるとともに、給食の停止、当該児

童生徒の出席停止及び必要に応じて臨時休業、消毒その他の事後措置の計画を立て、これ

に基づいて食中毒の拡大防止の措置を講じること。 
三 校長の指導のもと養護教諭等が児童生徒の症状の把握に努める等関係職員の役割を明

確にし、校内組織等に基づいて学校内外の取組体制を整備すること。 
四 保護者に対しては、できるだけ速やかに患者の集団発生の状況を周知させ、協力を求め

ること。その際、プライバシー等人権の侵害がないよう配慮すること。 
五 食中毒の発生原因については、保健所等に協力し、速やかに明らかとなるように努め、

その原因の除去、予防に努めること。 
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  ② 市町組合教育委員会は、校長に対して、学校給食の中止など当面の措置について必要な助言

を速やかに行うこと。 

  ③ 市町組合教育委員会は、有症者の受け入れ医療機関についての情報提供、原因究明への協力、

二次感染の防止等に備え、市町衛生部局（「食中毒対策本部」が設けられた時は同本部）との

連絡を密にして、保健所等、地域医師会（医師医療機関）、学校、県教育委員会等関係機関と

の連携体制を整えること。 

  ④ 市町等教育委員会は、学校、共同調理場に保健所等の立入検査が行われる際には立ち会うこ

と。 

  ⑤ 県教育委員会及び市町組合教育委員会は、所管の学校に対して、食中毒の再発や二次感染を

防ぎ、感染者への不当な取扱がされないよう必要な指導を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図】学校給食による食中毒発生時の緊急連絡系統図 
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（１）出席停止 

校長は、学校保健安全法第 19 条に基づき、感染症にかかっている疑いがあり、又はかかるおそ

れのある児童生徒等がある場合は、その理由、期間を明らかにして出席を停止することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）臨時休業 

学校の設置者は、学校保健安全法第 20 条に基づき、感染症予防上必要があるときは、臨時に学

校の全部又は一部の休業を行うことができる。 

   また、設置者は同法第 13 条第２項及び第 15 条第２項に基づき、必要があるときは、臨時に児

童生徒及び教職員の健康診断を行うことができる。 

  ① 臨時休業の措置は、学校医その他医師の意見を聞くとともに、一般公衆衛生活動との連携

が必要であるため、保健所に連絡、相談すること。 

  ② 臨時休業中における児童生徒等に対する生活指導、学習指導及び保健指導を適切に行うこ

と。 

  ③ 授業を再開する際には、児童生徒等の欠席状況、罹患状況等を十分に調査し、保健指導を

的確に行うこと。 

〈例：児童生徒等が腸管出血性大腸菌感染症と判明した場合〉 

① 児童生徒等が激しい腹痛、下痢などの症状があるときは、学級担任は、養護教諭と連携

を取り、病原体の検出の有無に関わらず、できるだけ早く医療機関に受診させ、主治医や

学校医等の指示に従うこと。 

② 受診の結果、児童生徒等が腸管出血性大腸菌感染症であることが判明した場合、校長は

主治医や学校医等の意見を聞き、その結果、必要がある場合は、当該児童生徒の出席を停

止させることができる。 

    学校保健安全法施行令第６条の規定により出席停止の措置をとる場合には、その理由及

び期間を明らかにして、児童生徒（高等学校（特別支援学校の高等部を含む。）の生徒を

除く。）または幼児にあってはその保護者に、高等学校の生徒又は、学生にあっては当該

生徒又は学生に適切な指示を行うこと。 

  具体的な出席停止の期間は、主治医、学校医等の診断に従うこと。 

③ 出席停止の措置をとった場合は、当該児童生徒等については、指導要録上の出席すべき

日数から当該欠席した日数を差し引くことが可能であること。また、校長は、出席停止の

措置について、書面をもって学校の設置者に報告すること。 

 

【参考】児童等について、激しい腹痛を伴う頻回の水様便又は血便などの症状がない場合で、

検便の結果、腸管出血性大腸菌感染症の病原体が検出された場合は、校長は保護者・学校

医等から児童等の身体の状況をよく聞き、いたずらに出席停止の措置をとることのないよ

う対応すること。 

３ 児童生徒の出席停止及び学校の臨時休業について 
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ⅢⅢ  調調理理過過程程ににおおけけるる衛衛生生管管理理のの具具体体的的事事項項  
  学校給食における衛生管理を徹底するためには、給食施設設備の改善を図る一方で、食品等の搬入

から調理、保管、配食、提供に至るまで、衛生的に取扱うことが重要である。食品等は、「学校給食衛

生管理基準」の「第３ 調理の過程等における衛生管理にかかる衛生管理基準」及び「第５ 日常及

び臨時の衛生検査」の１にある項目に照らして取り扱うよう心がける必要がある。 

 

 

 

（１）調理従事者の身だしなみ、服装について 

調理従事者は、日頃から健康管理（→P.17）に心がけるとともに調理作業時には次の事項に注

意することが大切である。 

  【身だしなみについて】 

① 毎日、専用で清潔な調理衣、帽子、マスク、履き物を着用すること。 

② 爪はいつも短く切っておくこと。 

③ 指輪、ネックレス、イヤリング、ヘアピン、時計などは必ず外すこと（異物混入の防止、

指輪の内側は細菌が繁殖しやすいため）。 

④ マニキュアはしないこと。 

【衛生的な態度について】 

① 調理作業中は顔や髪などに触れないよう心がけること。 

② トイレを使用する時には調理衣を脱ぐこと。 

③ トイレを使用した後は、専用の手洗い設備で確実に手を洗うこと。 

  【正しい服装について】 

① 調理作業に適した作業しやすい服を着用すること。 

② 調理衣、帽子は毎日洗濯し、清潔に保管しているものを着用すること（使い捨てのマスク

を使用しない場合も同様に取り扱うこと）。 

③ 帽子は毛髪が出ないように深くかぶること。 

④ マスクは必ず着用すること。 

⑤ 履き物は滑りにくく着脱しやすいものを、汚染作業区域、非汚染作業区域に区分して用意

すること。また、調理室外に出る時は必ず調理衣を脱ぎ、外履きに履き替えること。 

⑥ エプロンは、汚染作業区域用、非汚染作業区域用、肉用、卵用、魚用、調理用、配膳用等

に色分け等して明確に区分し、保管場所も分けること。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ マスクを着用しなければならない理由は 

Ａ 学校給食従事者がマスクを着用するのは、口や鼻に含まれている細菌やウイルスが手指や

食品に付くのを防ぐためです。 
（独）日本スポーツ振興センター「学校給食における食中毒Ｑ＆Ａ」より

１ 調理従事者の衛生管理について 
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（２）手洗いの徹底について 

   食品衛生の基本は、「手洗いに始まって手洗いに終わる」と言われる。学校給食従事者であれば、

手洗いの重要性を理解し、実践しているはずであるが、近年でも、手洗いが不十分だったことが

原因と思われる食中毒事故が発生している。手が汚染源や運び屋にならないように、調理従事者

全員が、正しい手洗いを理解し、実践することが重要である。 

【望ましい手洗い設備とは】 

① 給水栓（蛇口）を直接手指で触れることのないレバー式、足踏み式又は自動式とする。 

② 温水が出るようにする。 

③ 肘まで洗える大きさの手洗いシンクとする。 

④ 手洗い用石鹸を常備する。 

⑤ 消毒薬はアルコールを常備する。 

⑥ 個人用爪ブラシを常備し、使用後は確実に洗浄、消毒する（前室は個人用、調理場内は必

要に応じて整備する。）。 

⑦ ペーパータオル等を常備する。 

⑧ ふた付き（ペダル開閉式等）のゴミ箱を設置する。 

【手洗い設備の設置場所】 

  ① 前室、便所の個室 

② 調理場内において、次に示す「手洗いのタイミング」で手洗いしやすい位置 

【手洗いのタイミング】 

① 作業開始前及び用便後 

② 汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する前 

③ 食品に直接触れる作業にあたる前 

④ 生の食肉類、魚介類、卵、調理前の野菜類等に触れた後、他の食品や器具等に触れる場合 

 

  

 

 

 

 

 

 

手洗いの手順、手洗い用石鹸、消毒用アルコールの使用の意義については、「学校給食調理

場における手洗いマニュアル」（平成２０年３月 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教

育課）を参照のこと。 

学校給食衛生管理基準 

第３－１（４）③ 

九 エプロン、履物等は、色分けする等により明確に作業区分ごとに使い分けること。また、

保管の際は、作業区分ごとに洗浄及び消毒し、翌日までに乾燥させ、区分して保管するなど、

衛生管理に配慮すること。 
第４－１（２） 

一 学校給食従事者は、身体、衣服を清潔に保つこと。 
二 調理及び配食に当たっては、せき、くしゃみ、髪の毛等が食器、食品等につかないよう専

用で清潔な調理衣、エプロン、マスク、帽子、履物等を着用すること。 
三 作業区域用の調理衣等及び履物を着用したまま便所に入らないこと。 
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文部科学省「学校給食調理場における手洗いマニュアル」より 

学校給食衛生管理基準 

第２－１（２）⑦ 

一 学校給食従事者の専用手洗い設備は、前室、便所の個室に設置するとともに、作業区分ご

とに使用しやすい位置に設置すること。 
二 肘まで洗える大きさの洗面台を設置するとともに、給水栓は、直接手指を触れることのな

いよう、肘等で操作できるレバー式、足踏み式又は自動式等の温水に対応した方式であるこ

と。 
第２－１（３） 

八 学校給食従事者専用の手洗い設備は、衛生的に管理するとともに、石けん液、消毒用アル

コール及びペーパータオル等衛生器具を常備すること。また、布タオルの使用は避けること。

さらに、前室の手洗い設備には個人用爪ブラシを常備すること。 
第４－１（２） 

四 作業開始前、用便後、汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する前、食品に直接触れる

作業の開始直前及び生の食肉類、魚介類、卵、調理前の野菜類等に触れ、他の食品及び器具等

に触れる前に、手指の洗浄及び消毒を行うこと。  
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納入された食品は確実に検収をし、使用するまでの間、相互汚染の防止を図るなど適切に保管する

必要がある。 

納入された食品の安全性を確認するために、検収は不可欠な業務である。 

【検収にあたっての留意事項】 

① 検収責任者（当日の検収担当者）をあらかじめ決めておくこと。 

② できる限り複数で検収を行うことが望ましいため、納入時間に応じて勤務時間などを考慮する

こと。また、確実に検収が行えるよう納入業者と協議の上、大方の納入時間を定めておくこと。 

③ 納入に立ち会い、品名、数量、納品時間、納入業者名、製造業者名及び所在地、生産地、品質、

鮮度、箱、袋の汚れ、破れその他の包装容器等の状況、異物混入及び異臭の有無、消費期限又は

賞味期限、製造年月日、品温、年月日表示、ロット番号その他のロットに関する情報等について

十分点検を行い、記録し保存すること。 

④ ダンボールや搬送容器は汚染されているので、下処理室及び食品の保管室に持ち込まないこと。 

⑤ 食品は検収室で専用の容器に移し替え、適切に保管すること（→食品の保管へ）。 

⑦ 納入業者を調理場に立ち入らせないこと。また、納入業者の服装が清潔かどうかも確認するこ

と。 

⑧ 検収室が不十分な場合は、より衛生的な場所で実施する。 

⑨ 食品が不良の場合は、その対応についても記録する。 

 

  【検収のポイント】 

納入時間 ・指定した日時に納入されているか 

数量 

・個数、重量は合っているか（個々の大きさにばらつきがないか） 

・ロットは統一されているか（統一していない場合は、ロットごとに品質を

確認し、保存食を採取する） 

賞味期限及び

消費期限 

・賞味期限切れのものや、使用中または保管中に期限切れになるものはない

か 

鮮度 

・生鮮品や卵の鮮度はよいか 

・肉などは色がくすんでいないか 

・冷凍食品に霜が付いていたり、再凍結がされた形跡はないか 

・異臭はないか 

・生鮮品は冷蔵、冷凍品は冷凍の状態で搬送されているか 

品温 
・配送車には保冷又は冷凍設備があるか 

・運搬時を含め、保存基準から逸脱していないか 

包装 ・外装が破れていたり、破損していないか 

異物 ・異物の混入はないか 

表示 
・加工食品の包装に製造者の所在地、氏名、添加物、保存方法等適正な表示

があるか 

産地 ・食品の原産地は明記されているか 

 

 

 

 

２ 食品の検収について 
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【食品ごとの検収留意点】 

検収時に衛生管理面から品質を確認する場合には、主として次のような点に注意して行う。 

食肉、魚介類 

 

① 鮮度はよいか 

② 品温は適切か 

③ 変色はないか（くすんでいないか） 

④ 異臭がないか 

⑤ 異物が混入していないか 

⑥ 原産地の表示はあるか 

野菜・果物類 

 

① 鮮度はよいか 

② 病害、くされはないか 

③ 変色、異臭はないか 

④ 異物が混入していないか 

⑤ 原産地の表示はあるか  

乾物類 

 

① よく乾燥しているか 

② カビ・害虫が発生していないか 

③ 異臭がないか 

④ 異物が混入していないか 

⑤ 包装が破れていないか（缶詰では、へこみやさびがないか） 

⑥ 製造者等の表示はあるか 

加工品等 

 

① 異味、異臭、変色等はないか 

② 包装が破れていないか 

③ 異物が混入していないか 

④ 大きさ、重さ、形は揃っているか 

⑤ 製造者等の表示はあるか 

⑥ 原産地の表示はあるか 

冷蔵、冷凍品 

 

 

 

① 温度は適切か 

② 包装が破れていないか 

③ 冷凍品は、包装内部に霜が付いていないか 

④ 異物が混入していないか 

⑤ 解凍後、異味、異臭、変色等がないか 

⑥ ダンボール等に霜が付着していないか（再凍結品でないか） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検収責任者（検収担当者）とは 

 検収責任者は食品の検収に立ち会い、検収簿に基づき食品の安全性について十分点検を行

い、記録をする担当者であり、作業工程によりあらかじめ担当を決めておく必要がある。栄養

教諭が校務により検収に立ち会えない場合は、学校給食調理員等を割り振ること。検収責任者

は納品された食品に異常があった場合、栄養教諭等に責任を持って報告すること。 
「学校給食衛生管理基準の施行について（平成 21 年 4 月 1 日 21 文科ス第 6010 号文部科学省

通知）」より 

栄養教諭等を検収責任者としない場合には、学校給食調理員等を検収責任者として定めるこ

と。 

【魚・肉等汚染度の高い食品の取扱について】 

・魚・肉等汚染度の高い食品は、専用の検収台と検収用エプロンを使用すること。やむを得ず

共用する場合は、ペーパータオル等で肉汁等の汚れを拭き取った後、アルコールを浸したペ

ーパータオル等で消毒をし、使用すること。 

・専用容器に移し替える際、異物混入の有無や品質チェックを丁寧に行うこと。 

・移し替えた魚・肉等は、原材料用冷凍庫・冷蔵庫で保管し、使用時に調理室にその容器のま

ま調理室に持ち込むこと。 

33



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 検収室はなぜ必要なのですか 

A 食品納入時は、食品や容器からの汚染を下処理室や調理室に持ち込むことを防ぐため、検

収室において食品の受け渡し、専用容器への移し替え、点検を行うことが必要です。 
「検収」とは、納入した食品の数量、重量だけでなく、学校給食に使用する食品の「安

全性」を確認する作業です。 
食品の特性、汚染レベルを理解した上で、適切に受け入れ、確認をします。 

Q 検収時に食品を専用容器に移し替えるのは 

A 食品納入業者の搬入する容器やダンボールには、微生物や泥、虫、金具などの異物が付い

ています。収穫、製造、流通過程では床や地面に直置きされていたり、洗浄が不十分なま

ま使用されたり、不衛生に取り扱われていることがあります。食品を専用容器に移し替え

ることによって、食品を取り扱う場所の汚染を防ぐとともに食品の状態を直接確認するこ

とができます。 
「学校給食における食中毒Ｑ＆Ａ（（独）日本スポーツ振興センター）」より

学校給食衛生管理基準  

第３－１（３） 
一 検収は、あらかじめ定めた検収責任者が、食品の納入に立会し、品名、数量、納品時間、

納入業者名、製造業者名及び所在地、生産地、品質、鮮度、箱、袋の汚れ、破れその他の包

装容器等の状況、異物混入及び異臭の有無、消費期限又は賞味期限、製造年月日、品温（納

入業者が運搬の際、適切な温度管理を行っていたかどうかを含む。）、年月日表示、ロット（一

の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製造された製品の一群をいう。

以下同じ。）番号その他のロットに関する情報について、毎日、点検を行い、記録すること。

また、納入業者から直接納入する食品の検収は、共同調理場及び受配校において適切に分担

し実施するとともに、その結果を記録すること。 
二 検収のために必要な場合には、検収責任者の勤務時間を納入時間に合わせて割り振ること。 
三 食肉類、魚介類等生鮮食品は、原則として、当日搬入するとともに、一回で使い切る量を

購入すること。また、当日搬入できない場合には、冷蔵庫等で適切に温度管理するなど衛生

管理に留意すること。 
四 納入業者から食品を納入させるに当たっては、検収室において食品の受け渡しを行い、下

処理室及び調理室に立ち入らせないこと。 
五 食品は、検収室において、専用の容器に移し替え、下処理室及び食品の保管室にダンボー

ル等を持ち込まないこと。また、検収室内に食品が直接床面に接触しないよう床面から 60cm
以上の高さの置台を設けること。 

八 泥つきの根菜類等の処理は、検収室で行い、下処理室を清潔に保つこと。 
第４－１（１） 

十一 調理に直接関係のない者を調理室に入れないこと。調理及び点検に従事しない者が、や

むを得ず、調理室内に立ち入る場合には、食品及び器具等には触らせず、（３）三※に規定す

る学校給食従事者の健康状態等を点検し、その状態を記録すること。また、専用の清潔な調

理衣、マスク、帽子及び履物を着用させること。さらに、調理作業後の調理室等は施錠する

など適切な管理を行うこと。〔※（３）三は調理従事者の健康記録の項目〕 
「学校給食衛生管理基準の施行について（平成 21 年 4 月 1 日 21 文科ス第 6010 号文部科学省通

知）」より 

（留意事項） 
泥つきの根菜類の処理については、球根皮むき機とあわせ、球根以外に対応した泥落とし

シンクの整備に努めることが望ましい。 
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 納品後の食品を使用するまでの間、適切に保管し、相互汚染を防止する必要がある。 

【食品の保管にあたっての留意事項】 

① 食品の保管場所（冷蔵庫、冷凍庫、食品保管庫）は適切な温度及び湿度の管理がなされている

こと。 

② 食品の保管場所は清潔に保つこと。 

③ 保管場所にネズミやはえ、あり、ごきぶり等衛生害虫がいないこと。 

④ 食品保管庫は専用とし、物品庫と併用しないこと。 

⑤ 食品保管庫にダンボール箱を持ち込まないこと。 

⑥ 食品は分類毎（食肉類、魚介類、野菜類等）に区分し、専用容器に移し替え、適切な温度帯で

保管し、食品の相互汚染を防ぐこと（「学校給食用食品の原材料、製品等の保存基準」参照）。 

⑦ 冷蔵庫等には食品を詰めすぎず、冷気がよく環流するよう食品毎の間隔を十分にとること。 

⑧ 食品は床に直置きせず、床面から 60 ㎝以上の高さに保管すること。 

⑨ 牛乳は専用の保冷庫等により適切な温度管理を行い、品質の保持に努めること。 

⑩ 調味料、乾物などの保存食品は、先入れ、先出しの管理をすること。 

⑪ 食品は日頃から整理、整頓し、開封した物は必ず口を締めておくか、密閉容器に移し替えるこ

と。調味料で開封後、要冷蔵のものは冷蔵保管すること。 

⑫ 缶詰の開封後は、必ず消毒した容器に移し替え、冷蔵保存すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校給食衛生管理基準 

第３－１（３） 

六 食品を保管する必要がある場合には、食肉類、魚介類、野菜類等食品の分類ごとに区分し

て専用の容器で保管する等により、原材料の相互汚染を防ぎ、衛生的な管理を行うこと。ま

た、別紙「学校給食用食品の原材料、製品等の保存基準」に従い、棚又は冷蔵冷凍設備に保

管すること。 
七 牛乳については、専用の保冷庫等により適切な温度管理を行い、新鮮かつ良好なものが飲

用に供されるよう品質の保持に努めること。 
第３－１（４）④ 

二 原材料の適切な温度管理を行い、鮮度を保つこと。また、冷蔵保管及び冷凍保管する必要

のある食品は常温放置しないこと。 

【食品保管庫に保管した食品の使用方法】 

・食品保管庫は汚染作業区域であるため、納入された調味料等や乾物等を食品保管庫内で保管

する際は過度に消毒する必要はない。 

・異物混入の防止のため、ビンやプラスティック容器のまま調理室には持ち込まないこと。や

むを得ず納入されたビンや容器のまま非汚染作業区域に持ち込む場合、その後加熱をする食

品の場合はそのままでよいが、その後加熱をしない食品については、外装を洗浄消毒すると

ともに、その後汚染されないように注意すること。 

３ 食品の保管について 

【保管している食品は使用前に安全を確認すること】 

食品は保管中に変質したり、ねずみやはえ、あり、ごきぶり等に汚染されていることがある

ため、使用前には以上がないか確認すること。 

① 異味、異臭、変色、ネトやカビの発生はないか。 

② ねずみのふん等の異物が混入していないか。容器に穴が空いていないか。 

③ 乾燥、吸湿していないか。 

④ 賞味期限が過ぎていないか。 
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学校給食用食品の原材料、製品等の保存基準 

 

食 品 名 保存温度 

牛乳 10℃以下 

固形油脂 10℃以下 

種実類 15℃以下 

豆腐 冷蔵 

鮮魚介 ５℃以下 

魚肉ソーセージ、魚肉ハム及び特殊包装かまぼこ 10℃以下 
魚
介
類 

冷凍魚肉練り製品 -15℃以下 

食肉 10℃以下 

冷凍食肉（細切りした食肉を凍結させたもので容器包装に入れたもの） -15℃以下 

食肉製品 10℃以下 

食
肉
類 

冷凍食肉製品 -15℃以下 

殻付卵 10℃以下 

液卵 ８度以下 
卵
類 

凍結卵 -15℃以下 

バター 10℃以下 

チーズ 15℃以下 

乳
製
品
類 クリーム 10℃以下 

生鮮果実・野菜類 10℃前後 

冷凍食品 -15℃以下 
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食中毒事件及びその疑いが発生した場合、発生原因の究明調査のために保存食は欠かせない。 

また、その原因究明により将来の食中毒事故防止にも資することから、確実に実施する必要がある。 

細菌検査やウイルス検査を行う際には、50g 程度可食部の試料が必要となるため、保存食は 50g 程

度採取し、保存しなければならない。 

また、採取時に他からの二次汚染があると正確な検査結果が得られないため、必ず清潔な専用の器

具を使用し、採取することが重要である。 

【保存食の採取、保存方法】 

① 保存食は、原材料及び調理済み食品を、食品ごとに 50g 程度清潔な容器（ビニール袋等）に完

全密封して、保存食用の冷凍庫に-20℃以下で２週間以上保存すること。 

② 原材料は、洗浄・消毒等は行なわないこと。 

③ 原材料の採取は素手で行わず、手指を洗浄・消毒し、使い捨て手袋を使用すること。また、野

菜等を裁断する包丁・まな板等は、洗浄・消毒したものを使用し、二次汚染を防止すること。 

④ 野菜等で生産地が異なる場合には、生産地ごとに採取し保存すること。 

⑤ 食品の製造年月日又はロットが異なる場合は、それぞれ採取し保存すること。 

⑥ 卵は全てを割卵して、混合したものから 50g 程度採取し保存すること。 

⑦ 飲用牛乳及び調理用牛乳は、別々に保存食を採取すること。 

⑧ 調理済み食品は、使用している食品のすべてが含まれるように、釜別、ロット別に 50g 程度採

取し保存すること。 

⑨ 共同調理場の受配校で、主食、牛乳、デザート等が業者より直接、複数の学校に配送され、業

者やロットが異なる場合は、共同調理場で業者ごと、ロットごとにまとめて採取し保存すること。 

⑩ 加工食品等で規格の異なる食品は、それぞれ別々に採取し保存すること。 

⑪ 採取後は、常温放置せず直ちに保存食用の冷凍庫に保存すること。 

⑫ １日分（１食分）の保存食は、採取日を記入した専用容器やビニール袋等に取りまとめて保存

し、記録簿に採取日時と廃棄した日時を記録すること。 

⑬ 児童生徒の栄養指導や盛りつけの目安とする「展示食」を保存食にしないこと。 

⑭ 使用水について日常点検で異常を認めたとき、または残留塩素濃度が基準に満たない場合は、

再検査を行い、その上で適と判断した水を使用したときは、使用水１ℓを-20℃以下、２週間以上

保存食用冷凍庫で保存すること。 

⑮ 米（アルファ化米）・麦・塩・砂糖・酢・みりん・しょうゆ・酒・ソース・みそ・こしょう等

の調味料は保存食から除く。 

⑯ わかめ・干し椎茸・削り節・昆布・春雨・ごま・のり等の常温で保存できる乾物、缶詰等は保

存食から除く（児童生徒が体験学習等で作るなどの手作りの乾物、みそ等については保存するこ

と）。 

 

 

 

 

 

４ 保存食の採取について 
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学校給食衛生管理基準 

第３－１（６）② 

一 保存食は、毎日、原材料、加工食品及び調理済食品を食品ごとに 50g 程度ずつビニール袋

等清潔な容器に密封して入れ、専用冷凍庫に-20℃以下で２週間以上保存すること。また、納

入された食品の製造年月日若しくはロットが違う場合又は複数の釜で調理した場合は、それ

ぞれ保存すること。 
二 原材料は、洗浄、消毒等を行わず、購入した状態で保存すること。ただし、卵については、

全て割卵し、混合したものから 50g 程度採取し保存すること。 
三 保存食については、原材料、加工食品及び調理済食品が全て保管されているか並びに廃棄

した日時を記録すること。 
四 共同調理場の受配校に直接搬入される食品についても共同調理場で保存すること。また、

複数の業者から搬入される食品については、各業者ごとに保存すること。 
五 児童生徒の栄養指導及び盛りつけの目安とする展示食を保存食と兼用しないこと。 

Ｑ 保存食採取の原則は 

Ａ 保存食は、毎日、原材料、加工食品及び調理済み食品を食品ごとに清潔な容器に採取し密

封し保存します。 
共同調理場の受配校に直接搬入される食品についても共同調理場で保存します。 

（独）日本スポーツ振興センター「学校給食における食中毒Ｑ＆Ａ」より
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（１）検収室における食品の取扱い 

検収室では、外部からの汚染を下処理室や食品保管庫、調理室に持ち込まないように搬送用容

器を外したり、泥を落とす作業を行う。 

検収室や検収台は食品に付着したほこりや土、微生物によりすぐに汚染されるため、消毒の必

要はない。また、検収に使用する容器も同様である。しかし、清潔を保つために、確実な洗浄を

行わなければならない。 

【検収室における食品の取扱いにあたっての留意事項】 

① 泥付きの野菜は、検収室において泥落としをすること。 

② 球根皮むき器は検収室に設置すること。 

③ 球根皮むき器から取り出した食品は、取り出した後、３回洗浄すること。 

 

（２）下処理室における食品の取扱い 

下処理室では、食品に付着している泥やほこりなどの異物や、有害微生物をできるだけ減らし

て非汚染作業に渡す作業を行う。 

野菜や果物の洗浄にあたっては、シンクへの入れすぎによる洗浄不足に注意し、水の循環をよ

くしながら、確実に洗浄することが重要である。 

【下処理室における食品の取扱いにあたっての留意事項】 

① 原則として前日処理は行わないこと。 

② 皮をむいた野菜は、水が循環している３槽シンクで表面をこすり洗いすること。 

③ 根元に泥が付着している野菜（ほうれんそう等）は、根元を切り落とし、茎をこすり洗い

すること。そして、シンクのそこに泥や砂が沈まなくなるまで何度も水を入れ替えて洗うこ

と。 

④ 細菌数が多いとされている野菜（もやし等）は水の循環をよくし、確実に洗浄すること。

シンクからあふれ出る場合は、たらいやザルを用いて床に水を落とさないよう工夫すること。 

⑤ 産地や季節、栽培方法によって虫が付着している野菜を使用する場合は、切り目を入れる、

バラバラにするなど工夫をして、十分に洗浄すること。 

⑥ 定期的に自主検査を実施し、確実に洗浄できているか確認すること。 

 

 

 

検収室及び下処理室での洗浄消毒方法、及び食品の取扱いについては、「調理場における

洗浄・消毒マニュアル Part１」（平成 21 年３月 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康

教育課）を参照のこと。 

５ 食品の下処理について 
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食品の加熱処理は、食中毒原因物質を死滅させる最後の手段である。「学校給食衛生管理基準」でも、

野菜類の使用については、原則として加熱調理することとされているが、市町組合教育委員会におい

て、各地域の状況によって加熱調理の必要性の有無について判断することとされている。 

【食品の加熱処理にあたっての留意点】 

① 加熱調理する食品については、中心温度計を用い、食品の中心温度が 75℃で１分間以上（ノロ

ウイルス汚染のおそれのある二枚貝については 85℃で１分間以上）の加熱を確実に行うこと。そ

の際、冷凍保存の食品については、解凍方法を工夫するなどして素材の特性が失われないよう心

がけること。 

② １回の調理する量を調整、厚みのある食品は中央部を薄くする等、熱が通りやすくなるよう工

夫すること。 

③ 全ての加熱調理する献立で中心温度の確認すること。 

④ 加熱後冷却する和え物やサラダについては、冷却開始時刻と冷却後の温度と時刻を記録するこ

と。 

⑤ 中心温度の測定値は、その温度と測定した時刻を記録し、保存すること。 

 

【調理形態別加熱調理の注意点】 

調理形態 加熱調理の注意点・中心温度の測定方法 

煮物・炒め物 ・食品がむらなく充分加熱されるように、１回に調理する量を多くしすぎない

こと。 

・釜の仕上がり温度については、釜内の温度にむらがあるため、複数箇所の温

度を測定すること。 

焼き物・蒸し物 ・オーブン、蒸し器の場合は、庫内温度の上昇にむらがある場所があるため、

あらかじめその箇所を把握しておくこと。中心温度を確認する際は、その箇

所を含め、複数箇所確認し、記録すること。 

・コンベヤー式の焼き物機の場合は、試し焼き等で加熱状況を確認した後、定

期的に時間を決めるなどして中心温度の測定を行い、記録すること。 

揚げ物 ・コンベヤー式以外のフライヤー及び釜の場合は、１回の加熱調理に対して、

複数箇所の温度を測定し、記録すること。 

・コンベヤー式の揚げ物機の場合は、試し揚げ等で加熱状況を確認した後、定

期的に時間を決めるなどして中心温度の測定を行い、記録すること。 

和え物・ゆで物 ・ザルに食品を入れたまま釜で加熱すると、確実に加熱されない場合があるた

め、ザルからあけてゆでること。 

・ゆでものの温度については、釜の湯の温度を測るのではなく、食品自体の中

心温度を測ること。 

・加熱後冷却する必要がある食品は、食中毒菌等の発育温度帯を可能な限り短

くするために、素早く冷却し冷蔵庫で保管すること。 

 

 

 

 

 

 

【加熱調理での留意点】 

① バーナー、ボイラー等の加熱機器を良く整備し、いつも一定の状態で調理できるようにす

ること。 
② 充分な加熱時間がとれるよう、作業工程を工夫すること。 
③ 正確な中心温度計を使用して温度を測ること。また、定期的に温度計の補正を行うこと。 

６ 食品の加熱処理について 
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【生野菜の取扱いについて】 

「学校給食衛生管理基準」では、「野菜類の使用については、二次汚染防止の観点から、

原則として加熱すること」とされているが、教育委員会において食中毒の発生状況、施設設

備の状況、調理過程における二次汚染防止のための措置、衛生管理の実態及び生野菜等の食

生活に果たす役割等を踏まえ、安全性を確認した上で、加熱調理の必要性の有無について判

断しなければならない。 

生野菜を提供する場合には、その食品の洗浄方法、消毒の必要性等を充分に検討すること。 

【加熱後食品をやむを得ず水冷する場合】 

① 加熱時の中心温度を測定し、その温度と時刻を記録する。 
② 冷却する水道水の遊離残留塩素が 0.1 ㎎/ℓあることを確認し、その数値と時刻を記録す

る。 
③ 使い捨て手袋を着用して水冷し、その温度と時刻を記録する。 
④ 二次汚染を防止するため、調理用冷蔵庫で保管し、常温放置しない。 
⑤ 使い捨て手袋を着用して和え、その温度と時刻を記録する。 

学校給食衛生管理基準 

第３－１（４）① 
一 給食の食品は、原則として、前日調理を行わず、全てその日に学校給食調理場で調理し、

生で食用する野菜類、果実類等を除き、加熱処理したものを給食すること。また、加熱処理す

る食品については、中心部温度計を用いるなどにより、中心部が 75℃で１分間以上（二枚貝等

ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は 85℃で１分間以上）又はこれと同等以上の温度

まで加熱されていることを確認し、その温度と時間を記録すること。さらに、中心温度計につ

いては、定期的に検査を行い、正確な機器を使用すること。 
第３－１（４）④ 

二 原材料の適切な温度管理を行い、鮮度を保つこと。また、冷蔵保管及び冷凍保管する必要

のある食品は常温放置しないこと。 

三 加熱調理後冷却する必要のある食品については、冷却機等を用いて温度を下げ、調理用冷

蔵庫で保管し、食中毒菌等の発育至適温度帯の時間を可能な限り短くすること。また、加熱終

了時、冷却開始時及び冷却終了時の温度及び時間を記録すること。 

学校給食衛生管理基準 第３－１（４）① 
二 野菜類の使用については、二次汚染防止の観点から、原則として加熱調理すること。また、

教育委員会等において、生野菜の使用に当たっては、食中毒の発生状況、施設及び設備の状

況、調理過程における二次汚染防止のための措置、学校給食調理員の研修の実施、管理運営

体制の整備等の衛生管理体制の実態、並びに生野菜の食生活に果たす役割等を踏まえ、安全

性を確認しつつ、加熱調理の有無を判断すること。さらに、生野菜の使用に当たっては、流

水で十分洗浄し、必要に応じて、消毒するとともに、消毒剤が完全に洗い落とされるまで流

水で水洗いすること。 

学校給食衛生管理基準 第３－１（４）① 

四 和えもの、サラダ等については、各食品を調理後速やかに冷却機等で冷却を行った上で、

冷却後の二次汚染に注意し、冷蔵庫等で保管するなど適切な温度管理を行うこと。また、や

むを得ず水で冷却する場合は、直前に使用水の遊離残留塩素が 0.1 ㎎/ℓであることを確認し、

確認した数値及び時間を記録すること。さらに、和える時間を配食の直前にするなど給食ま

での時間の短縮を図り、調理終了時に温度及び時間を記録すること。 
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安全に給食を調理するためには、加熱さえすれば安心ではなく、調理終了後の二次汚染の防止、温

度管理の徹底が重要である。 

調理後食品の二次汚染防止のために、作業工程表、作業動線図の作成、食品の適切な温度管理、食

品ごとの器具の区分、調理衣の区分等、必要な手段を講じる必要がある。 

（１）作業工程表の作成 

   作業工程表は、二次汚染防止の観点から、危険な掛け持ち作業をさせないことに留意して、何

時、誰が、何に気をつけて作業をするのかを明確にするために作成する必要がある。 

  【作成にあたっての留意点】 

    作業工程表作成にあたっては、次の点が明確になっている必要がある。 

   ① 汚染作業区域と非汚染作業区域の区分＝下処理と調理 

   ② 献立名 

   ③ 時間 

   ④ 担当者…個別の調理従事者 

   ⑤ 衛生管理点…手洗い、エプロンの交換、使い捨て手袋の着用、温度の計測・記録等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 調理作業中の食品の二次汚染防止について 

【作業工程表の例】 

 
 

① 下処理作業は、食品に付着している泥やほこり等異物を取り除くことが主たる目的であ

る。非加熱食品以外は、個々の野菜を誰が洗浄するのかについては重要ではないため、記

載する必要はない。 

② 調理室における作業は、担当者の作業内容を時間を追って示す必要があり、汚染度の高

い食品（肉、魚、卵等）を扱う作業と汚染させたくない食品を扱う作業（非加熱食品や和

え物等）を明確に区別すること。 

③ 調理従事者の人数により、掛け持ち作業をしなければならない場合には、上記作業工程

表の例では、ムニエルとサラダの掛け持ちをしないように示す、もしくは、取り扱う時間

を明確に分け、手洗い、エプロンの交換、使い捨て手袋の着用等二次汚染を防止する手だ

てを示すこと。 

④ できあがり時間から逆算し、作業開始時間を設定すること。 

⑤ 調理開始前に作業工程表に基づき綿密な打ち合わせを行うこと。 

⑥ 調理作業中に分担や、タイムスケジュールが変更となった場合は、色を変えて修正をす

ること。 

（独）日本スポーツ振興センター「学校給食における食中毒防止Ｑ＆Ａ」より
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（２）作業動線図の作成 

作業動線図の作成は、二次汚染を起こす可能性の高い食品(肉、魚、卵など)と汚染させたくな

い食品(非加熱調理食品や和え物など)との交差を防ぐことを目的に作成するものであるため、動

線は、食品の動きを示すものである。 

【作成にあたっての留意点】 

作業工程表作成にあたっては、次の点が明確になっている必要がある。 

① 食品の搬入口 

② 食品の保管場所 

③ 汚染作業区域・非汚染作業区域の区分及び機械器具等 

④ 汚染区域から非汚染作業区域に食品を受け渡す場所または台 

⑤ 調理後食品の保管場所（配膳棚や配膳室等） 

⑥ 献立名及び使用されている食品名 

⑦ 食品名と動線の凡例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）調理用の機器、器具等の区分 

食品の相互汚染や跳ね水からの汚染を防止するために、食品の種類ごと及び作業区域ごとに調

理用の機器、器具を区分することが重要である。 

【作業動線図の例】 

① 作業工程表と同様、作業動線図に基づき、調理開始前に綿密な打ち合わせを行うこと。

② 調理作業中に変更が生じた場合には、色を変えて修正すること。 

（独）日本スポーツ振興センター「学校給食における食中毒防止Ｑ＆Ａ」より

学校給食衛生管理基準 第３－１（４）③ 
一 献立ごとに調理作業の手順、時間及び担当者を示した調理作業工程表並びに食品の動線を

示した作業動線図を作成すること。また、調理作業工程表及び作業動線図を作業前に確認し、

作業に当たること。 
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【調理用の機器、器具の区分にあたっての留意事項】 

① 調理作業が 60cm 以上の高さで行える作業台、移動台とし、汚染作業区域用、非汚染作業区

域用、加熱調理後または生食する食品用に区分すること。 

② 調理中の食品の相互汚染を防止するため、包丁、まな板、ザル、ボール等は食品の種類毎

及び作業区域毎に区別すること。その際、色分けや見やすい箇所にマークを記入するなど一

目で区別できるよう工夫すること。 

③ 下処理後、加熱しない食品（果物等）、及び、加熱後冷却した食品（和え物等にする食品）

の保管には、専用の冷蔵庫を使用し、原材料用の冷蔵庫は使用しないこと。また、果物、野

菜等生食する食品及び加熱後冷却した食品は常温放置しないこと。 

④ ふきんは衛生状態を維持することが難しいため、調理中には使用しないこと。洗浄作業時

に使用する場合も、用途別、作業別に充分な数を用意し、使い回さないこと。また、毛羽立

ちが出たら廃棄すること（文部科学省「洗浄・消毒マニュアル Part1」参照）。 

⑤ エプロンは、汚染作業区域用、非汚染作業区域用、肉用、卵用、魚用、調理用、配膳用等

に色分け等して明確に区分し、保管場所も分けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ 使い捨て手袋の適切な使用方法は 

Ａ 使い捨て手袋は、手指に傷があるとき、肉・魚・卵等を扱うとき、加熱後の食品に直接

触れるときに使用し、二次汚染を防ぐために使用するものです。使い捨て手袋の交換は、

手洗いの代用ではありません。確実な手洗い・消毒をした後に使い捨て手袋を使用します。 
また、使い捨て手袋の容器が汚染されていると、使用前に手袋が二次汚染されます。衛

生的な保管の工夫が必要です。 
（独）日本スポーツ振興センター「学校給食における食中毒Ｑ＆Ａ」より

学校給食衛生管理基準 

第３－１（４）① 

三 和えもの、サラダ等の料理の混ぜ合わせ、料理の配食及び盛りつけに際しては、清潔な場

所で、清潔な器具を使用し、料理に直接手を触れないよう調理すること。 
第３－１（４）③ 

七 調理終了後の食品は、素手でさわらないこと。 

学校給食衛生管理基準  

第３－１（４）③ 

二 調理場における食品及び調理用の器具及び容器は、床面から 60cm 以上の高さの置台の上

に置くこと。 
三 食肉、魚介類及び卵は、専用の容器、調理用の機器及び器具を使用し、他の食品への二次

汚染を防止すること。 
四 調理作業中の食品並びに調理用の機械、機器、器具及び容器の汚染の防止の徹底を図るこ

と。また、包丁及びまな板類については食品別及び処理別の使い分けの徹底を図ること。 
五 下処理後の加熱を行わない食品及び加熱調理後冷却する必要のある食品の保管には、原材

料用冷蔵庫は使用しないこと。 
六 加熱調理した食品を一時保存する場合又は調理終了後の食品については、衛生的な容器に

ふたをして保存するなど、衛生的な取扱いを行い、他からの二次汚染を防止すること。 
八 調理作業時には、ふきんは使用しないこと。 
九 エプロン、履物等は、色分けする等により明確に作業区分ごとに使い分けること。また、

保管の際は、作業区分ごとに洗浄及び消毒し、翌日までに乾燥させ、区分して保管するなど、

衛生管理に配慮すること。 
第３－１（４）④ 

二 原材料の適切な温度管理を行い、鮮度を保つこと。また、冷蔵保管及び冷凍保管する必要

のある食品は常温放置しないこと。 
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（１）給食の配食 

   調理後の食品は二次汚染を受けないよう、細心の注意を払って配食することが重要である。 

  【給食の配食にあたっての留意事項】 

① 作業動線を吟味して、他からの二次汚染を受けない衛生的な場所で配食すること。 

② 食缶等は、跳ね水等による汚染防止のため、床面から 60cm 以上の場所に置くこと。 

③ 配食用の器具は充分洗浄後、消毒した専用のものを使用して配食すること。 

④ 配食時、食品に直接手で触れないこと。 

ア 配食時に食品に触れるおそれのある器具を使用する場合には、配食用手袋（使い捨て手袋

等）を着用すること。 

イ 配食用手袋（使い捨て手袋等）を着用したまま、他の作業をしないこと（配食に専念でき

るよう作業工程を組むこと）。 

⑤ 配食の際は、床に食品を落とさないよう、丁寧な作業をすること。 

⑥ 釜別、ロット別の配送先を記録すること。 

⑦ 配食の時間を毎日記録すること。 

⑧ 配膳室は清潔に保つこと。 

⑨ 食缶等を運ぶ際は、ふたをすること。 

⑩ パン、米飯、牛乳等の容器の汚れに注意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）給食の配送 

共同調理場においては、調理後、２時間以内に給食できるよう献立の組合せに配慮し、作業工

程及び配送の工夫をするとともに、配送車両の適切な整備に努めることが必要である。また、配

送に際しては、衛生的な取扱いをするとともに、適切な温度管理を行うため、調理終了後から給

食までの時間短縮や保温・保冷機能のある配送車両や食缶の導入等に努める必要がある。 

【給食の配送にあたっての留意事項】 

① コンテナや配送車を清潔に保つこと 

② 保温が必要な食品と保冷が必要な食品を分けるなど、コンテナへの積み込み方法を工夫する

こと。 

③ 予期しない二次汚染を防止するため、コンテナ内には食缶、食器等のみを入れ、調理に関係

のない書類等を入れないこと。 

８ 給食の配食・配送について 

学校給食衛生管理基準 

第３－１（４）④ 
四 配送及び配食に当たっては、必要に応じて保温食缶及び保冷食缶若しくは蓄冷材等を使用

し、温度管理を行うこと。 
五 調理後の食品は、適切な温度管理を行い、調理後２時間以内に給食できるよう努めること。

また、配食の時間を毎日記録すること。さらに、共同調理場においては、調理場搬出時及び

受配校搬入時の時間を毎日記録するとともに、温度を定期的に記録すること。 
第３－１（５）② 
一 配膳室の衛生管理に努めること。 
二 食品を運搬する場合は、容器にふたをすること。 
三 パンの容器、牛乳等の瓶その他の容器等の汚染に注意すること。 
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④ 保温・保冷機能がある車両以外に、保温機能のある給食用コンテナや保温性に優れた二重食

缶、蓄冷材がセットできる保冷食缶等、活用しやすいものを選択し、温度管理を行うこと。 

⑤ 受配校までの道路事情等をよく調査し、効率的に配送できるよう計画を立てること。 

⑥ ２時間以内に給食できるよう、配送車を必要台数確保すること。 

⑦ 調理作業及び配送のタイムスケジュールを正確に立てること。 

⑧ 調理場の搬出時刻、受配校の搬入時刻を毎日記録すること。 

⑨ 食品の配送時の温度変化を把握するため、受配校において定期的に温度を確認し、記録する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）共同調理場の受配校での検収 

   共同調理場から給食を受配している学校においても、配膳室や牛乳保冷庫等の衛生管理に配慮

するとともに、給食や業者からの直送品の確実な検収を実施する必要がある。 

  【受配校での検収にあたっての留意事項】 

① 受配校での給食用コンテナの保管の場所（配膳室）は、衛生管理及び防犯上、施錠設備を設

けること。また、直射日光が当たる場所は避け、保冷庫、保温庫を設置するなど工夫すること。 

② 業者からの直送品の納品には、検収責任者（当日の検収担当者）が必ず立ち会い、次の点に

注意して検収し、記録を保存しておくこと。 

 ア 品名、数量、賞味期限（消費期限）等に異常はないか。 

 イ 包装容器の破損、汚れがないか 

 ウ 温度は適切か 

 エ 異物混入がないか 

 

 

学校給食衛生管理基準 

第２－１（２）① 

四 共同調理場においては、調理した食品を調理後２時間以内に給食できるようにするための

配送車を必要台数確保すること。 

第３－１（４）④ 

五 調理後の食品は、適切な温度管理を行い、調理後２時間以内に給食できるよう努めること。

また、配食の時間を毎日記録すること。さらに、共同調理場においては、調理場搬出時及び受

配校搬入時の時間を毎日記録するとともに、温度を定期的に記録すること。 

第３－１（５）① 

一 共同調理場においては、容器、運搬車の設備の整備に努め、運搬途中の塵埃等による調理

済食品等の汚染を防止すること。また、調理済食品等が給食されるまでの温度の管理及び時

間の短縮に努めること。 

学校給食衛生管理基準 

第２－１（１）② 

六 配膳室は、外部からの異物の混入を防ぐため、廊下等と明確に区分すること。また、その

出入口には、原則として施錠設備を設けること。 
第３－１（３） 

一 検収は、あらかじめ定めた検収責任者が、食品の納入に立会し、品名、数量、納品時間、

納入業者名、製造業者名及び所在地、生産地、品質、鮮度、箱、袋の汚れ、破れその他の包

装容器等の状況、異物混入及び異臭の有無、消費期限又は賞味期限、製造年月日、品温（納

入業者が運搬の際、適切な温度管理を行っていたかどうかを含む。）、年月日表示、ロット（一

の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製造された製品の一群をいう。

以下同じ。）番号その他のロットに関する情報について、毎日、点検を行い、記録すること。

また、納入業者から直接納入する食品の検収は、共同調理場及び受配校において適切に分担

し実施するとともに、その結果を記録すること。 
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洗浄により汚れを落とし、必要に応じて消毒を行うことが、調理場の衛生管理に不可欠である。こ

れまでの習慣をよりどころとするのではなく、科学的根拠に基づいて行うことが重要である。 

具体的な実施方法については、文部科学省から示されている「調理場における洗浄・消毒マニュア

ル」を参考にし、確実に実施することが重要である。 

また、食品への洗浄剤の混入等、二次汚染を防止するため、下処理室及び調理室での洗浄・消毒作

業は、全ての食品が搬出された後に行うよう努めることが重要である。 

（１）設備、機械、機器等の洗浄・消毒方法 

調理開始前  

検収・下処理・

加熱調理用 
加熱調理後・生食用

調理終了後 

調理台（移動台含む） アルコール消毒 洗浄後、乾燥 

シンク（野菜洗浄） 水洗い 洗浄後、乾燥 

シンク（魚介等洗浄） 
- 

洗浄後、次亜塩素酸ナトリ

ウム消毒、乾燥 

台車等 アルコール消毒 洗浄後、乾燥 

野菜裁断機 

そのまま 

※汚れ、ほこり、

衛生害虫侵入の可

能性がある場合

は、洗剤で洗浄 

アルコール消毒 

刃やベルトは消毒し

たものを使用 

洗浄後、乾燥 

刃やベルトは消毒 

ミキサー そのまま アルコール消毒 

刃は消毒したものを

使用 

洗浄後、乾燥 

刃は消毒 

回転釜 そのまま 
※汚れ、ほこり、

衛生害虫侵入の可

能性がある場合

は、洗剤で洗浄 

アルコール消毒もし

くは釜全体を蒸して

消毒 

洗浄後、乾燥 

   文部科学省「調理場における洗浄・消毒マニュアル」より 

（２）包丁・まな板の洗浄消毒方法 

 包丁・まな板 
包丁・まな板 
（加熱調理後又は生食する食品専用）

調理開始前 そのまま 

そのまま 
※消毒保管庫が無い場合は、次亜塩素

酸ナトリウム消毒またはアルコール

消毒 

検収・下処理・加熱調

理前（汚染作業用） 
食品残渣を取り除く － 

加熱調理に使うもの

（非汚染作業用） 
食品残渣を取り除く － 

調
理
作
業
中 

（
食
品
が
替
わ
る
時
）

加熱調理後及び生食す

る食品に使うもの 
－ 

消毒した専用のものを使用 
※作業中は汚れが蓄積しないよう必

要に応じて交換 

調理終了後 洗浄後・専用の保管庫で消毒 

   文部科学省「調理場における洗浄・消毒マニュアル」より 

 

９ 洗浄・消毒について 
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（３）調理器具等の洗浄消毒方法 

 作業開始前 作業終了後 

ざる、かご、ボール等 そのまま 
※棚等に保管している場合で汚れ、ほ

こり、衛生害虫侵入の可能性がある場

合は、洗剤で洗浄 

ざる、かご、ボール等 
（加熱調理後又は生食する

食品専用） 

そのまま 
※棚等に保管している場合は、必要に

応じて次亜塩素酸ナトリウムで消毒 

洗浄後・専用の保管庫で消毒 

消毒保管庫がない場合は、次亜

塩素酸ナトリウム消毒 

スパテラ、ひしゃく等 そのまま 
※棚等に保管している場合は、必要に

応じて次亜塩素酸ナトリウムで消毒 

洗浄後・専用の保管庫で消毒 

 

エプロン そのまま 
※用途別に着用する 

洗浄後、乾燥 

ふきん ※調理作業中には使用しない 

※用途別・作業別に区別する 

※使い回さない 

洗剤液に漬け込み、洗浄、次亜

塩素酸ナトリウム消毒、乾燥 

スポンジ・ブラシ・たわ

し 

そのまま 
※用途別、作業区域毎に区分する 

洗剤液に漬け込み、洗浄、次亜

塩素酸ナトリウム消毒、乾燥 

ゴム手袋 下処理、加熱調理前に使用 

 そのまま 

加熱調理中に使用 

 アルコール消毒 
※加熱調理後及び生食する食品には

使用しない 

洗浄後、次亜塩素酸ナトリウム

消毒、乾燥 

   文部科学省「調理場における洗浄・消毒マニュアル」より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次亜塩素酸ナトリウムについて】 

 次亜塩素酸ナトリウムは、野菜などの消毒や調理器具の殺菌、漂白に用いられる消毒剤で

ある。使用にあたっては、調理従事者の安全を考慮し、充分な換気と手袋の使用をすること

が重要である。 
 効用は、消毒（殺菌）であり、有機的な汚れが付着していると効果は低下する。充分洗浄

した後に漬け込むことが必要である。 
 また、濃度が濃いと金属などの腐食のおそれがあるため、目的に応じた希釈を行うととも

に、希釈液は保存性が悪いため、その都度希釈する必要がある。 

【熱湯消毒について】 

 調理機械・器具に熱湯をかける消毒法は、床を濡らし、湿度を上げることから、ドライ運

用の妨げとなる。 
 また、熱湯消毒では、所定の高温で一定時間の浸漬が必要であるが、実際には、熱湯をか

けるだけの消毒しか行われていないことが多くあり、消毒効果が期待できないことから、「学

校給食衛生管理基準」では、熱湯消毒法が示されていない。 
 ただし、調理器具等小物を釜などで煮沸し、一定時間漬け込む方法であれば消毒可能であ

るため、やけどに十分注意して行うこと。 

学校給食衛生管理基準 

第２－１（３） 

九 食器具、容器及び調理用の器具は、使用後、でん粉及び脂肪等が残留しないよう、確実

に洗浄するとともに、損傷がないように確認し、熱風保管庫等により適切に保管すること。

また、フードカッター、野菜切り機等調理用の機械及び機器は、使用後に分解して洗浄及

び消毒した後、乾燥させること。さらに、下処理室及び調理室内における機械、容器等の

使用後の洗浄及び消毒は、全ての食品が下処理室及び調理室から搬出された後に行うよう

努めること。 
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調理場で使用される洗浄剤・消毒剤の代表的な種類 

 

使用目的 種類と主成分 対象物の例 特徴・注意点 

食品由来の

汚れ（油、で

んぷん、たん

ぱく質）全

般、土などの

食品に付い

た汚れ 

中性洗剤 

〔主成分〕 

陰イオン界面活

性剤 

調理器具類 

野菜（必要に応じ

て） 

〔特徴〕 

○界面活性剤の力で洗浄する。 

○中性で安全性は高い 

〔注意点〕 

○殺菌を目的としたものではない。 

○中性洗剤と同じ用法で、食器洗い用の石

鹸を用いることがある。使い方は中性洗

剤と同じ。ただし、石鹸は弱アルカリ性。

特にひどい

油汚れ、焦げ

付いた汚れ、

特にひどい

たんぱく質

汚れ 

アルカリ性洗浄

剤 

〔主成分〕 

水酸化ナトリウ

ムや水酸化カリ

ウムなどアルカ

リ塩類 

床・壁 

加熱調理機器 

食器洗浄機で洗

う食器 

〔特徴〕 

○中性洗剤で対応できない強い汚れ、特に

油やたんぱく質をアルカリの力で溶か

して落とす。 

〔注意点〕 

○アルカリ性なので、手袋を必ず使用し、

目の保護などの注意が必要。 

○食器洗浄機に使う場合は必ず専用の洗

浄剤を使うこと。 

洗
浄 

水分中のミ

ネラル由来

の汚れ（スケ

ールとも呼

ばれる） 

酸性洗浄剤 

〔主成分〕 

リンゴ酸やクエ

ン酸などの有機

酸、あるいは塩酸

や硝酸などの無

機酸 

食器洗浄機の内

部の洗浄 

〔特徴〕 

○調理場では食器洗浄機内部に付着した

スケールに使用する。 

〔注意点〕 

○次亜塩素酸ナトリウム溶液と混ぜると

塩素ガスを発生するので危険。 

洗
浄
除
菌 

軽い食品由

来の汚れと

微生物 

洗浄除菌剤 

〔主成分〕 

陽イオン界面活

性剤と両性ある

いは非イオン性

界面活性剤 

生で食べる食材

や加熱後の食品

を扱う調理器具 

〔特徴〕 

○洗浄と同時に除菌もできる。特に微生物

制御を必要とする時には有効。 

〔注意点〕 

○洗浄だけを目的とした中性洗剤と比較

するとやや洗浄力は劣る。 

野菜の殺菌 

まな板など

の漂白 

次亜塩素酸ナト

リウム 

まな板 

ふきん 

野菜 

メラミン製以外

の食器 

〔特徴〕 

○野菜などの殺菌ならびに調理器具の殺

菌、漂白に有効。 

〔注意点〕 

○野菜の殺菌に用いる場合は、食品添加物

の認可を受けているものを使用する。 

○金属腐食性が強いので注意。 

○時間とともに濃度が低下するので要注

意。 

○アルカリ性なので必ず手袋を着用して

使用すること。また、換気をすること。

殺
菌
（
消
毒
）
・
漂
白 

食 器 の 漂

白・殺菌 

酸素系漂白剤 

〔主成分〕 

過炭酸ナトリウ

ムなど 

メラミン製の食

器 

〔特徴〕 

○メラミン性の容器の殺菌漂白に使用す

る。 

〔注意点〕 

○殺菌力をはっきするには 50℃程度の温

湯を使うことが望ましい。 
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使用目的 種類と主成分 対象物の例 特徴・注意点 

殺
菌
（
消
毒
） 

調 理 器 具

の殺菌 

手 指 の 消

毒 

アルコール 

〔主成分〕 

アルコール（エタ

ノール）、有機酸

等の食品添加物 

調理器具類 

手指 

〔特徴〕 

○即効性のある殺菌能力を発揮する。 

〔注意点〕 

○水分を完全に取り除いてから使用する。

○引火性が高いので火の近くでは要注意。

手
指
の
洗
浄 

手 指 の 洗

浄 

手洗い石鹸 

〔主成分〕 

陰イオン界面活

性剤（石鹸含む） 

手指 〔特徴〕 

○手指の洗浄専用に用いることができる。

調理場では手洗い石けん液を使うこと

が望ましい。 

〔注意点〕 

○食器用の石けんは目的が異なるので、手

指の洗浄には用いないこと。 

   文部科学省「調理場における洗浄・消毒マニュアル」より 
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調理場内で排出される廃棄物（野菜くず、包装容器等）は、適切に区分し、衛生的に処理すること

が必要である。 

なお、残菜の処理については、市町等により異なるが、厨芥処理設備によって処理する方法もある。 

（１）廃棄物の種類毎の留意点 

【生ゴミ類】 

① 廃棄物容器は、汚臭、汚液が漏れないように管理し、作業終了後は速やかに調理場外に設けた

集積場に搬出すること。 

② 廃棄物は適宜集積場に搬出し、調理場に放置しないこと。 

③ 返却された残菜は非汚染区域に持ち込まないこと。 

【包装紙・ダンボール】 

作業場に散乱しないよう整理し、適宜集積場に搬出すること。 

【その他の廃棄物】 

適切に分別し、衛生的に処理すること。 

 

（２）廃棄物集積場についての留意点 

調理場の外にふた付きの集積場を設け、廃棄物の搬出後清掃するなど、周囲の環境に悪影響を

及ばさないよう管理すること。 

 

 

10 廃棄物の処理方法について 

学校給食衛生管理基準 

第２－１（１）③ 

一 廃棄物（調理場内で生じた廃棄物及び返却された残菜をいう。以下同じ。）の保管場所は、

調理場外の適切な場所に設けること。 
第２－１（２）⑥ 

一 ふた付きの廃棄物専用の容器を廃棄物の保管場所に備えること。 
二 調理場には、ふた付きの残菜入れを備えること。 
第３－１（４）⑤ 

一 廃棄物は、分別し、衛生的に処理すること。 
二 廃棄物は、汚臭、汚液がもれないように管理すること。また、廃棄物のための容器は、作

業終了後速やかに清掃し、衛生上支障がないように保持すること。 
三 返却された残菜は、非汚染作業区域に持ち込まないこと。 
四 廃棄物は、作業区域内に放置しないこと。 
五 廃棄物の保管場所は、廃棄物の搬出後清掃するなど、環境に悪影響を及ぼさないよう管理

すること。 
第３－１（６）③ 

一 パン等残食の児童生徒の持ち帰りは、衛生上の見地から、禁止することが望ましい。 
二 パン、牛乳、おかず等の残品は、全てその日のうちに処分し、翌日に繰り越して使用しな

いこと。 
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学校で使用する水は、学校保健安全法第６条に定める学校環境衛生基準（平成 21 年文部科学省告示

第 60 号）に定める飲料水を使用することとされている。 

学校給食に使用する水についても、同基準に定める飲料水を使用し、日常点検において残留塩素濃

度が 0.1 ㎎/ℓ以上であるか、その他外観等を確認することが必要である。 

また、水道水を供給している市町等の水道関連部局との連携を図り、規定の水質基準が保たれるよ

うにする必要がある。 

なお、残留塩素濃度 0.1 ㎎/ℓ未満の場合及び再検査で「適」と認め使用した場合は、P.37「Ⅲ-４ 保

存食の採取について」のとおり、その保存が必要である。 

（１）調理場で給水されている使用水の確認 

給水方式によって、検査する内容や項目が異なるので、調理場の状況を確認すること。 

① 水道水には、「直結式給水」と「受水槽式給水」の方法がある。 

② 「直結式給水」は配水管から蛇口まで切れ目なくつながったパイプで給水している方式であ

り、上水道、簡易水道がこれにあたる。 

③ 「受水槽式給水」は、水を受水槽に受けて給水する方式であり、簡易専用水道や専用水道が

これにあたる。 

（２）使用水の日常点検 

① 日常点検では、調理開始前及び調理終了後に蛇口から水を出して、遊離残留塩素、外観、臭

気、味等について検査を行い、記録、保存すること。 

② ゆで野菜等を水で冷却する場合には、直前に使用水の遊離残留塩素が 0.1mg/ℓ以上であるこ

とを確認し、その時間を記録、保存すること。 

③ 日常検査で外観、臭気、味等について異常があったり、遊離残留塩素が 0.1mg/ℓ以上無かっ

た場合には、再検査を行い、適となった場合には、使用水１ℓを食品と同様に-20℃以下で２週

間以上、保存食用の冷凍庫で保存すること。 

④ 再検査を行い、不適な場合は、給食を中止すること。ただし、水を使用しない献立に変更す

る（パン、牛乳等）ことは差し支えない。 

（３）使用水の定期検査 

「学校環境衛生基準」では飲料水の検査事項、検査回数が定められている。 

学校、調理場の水道の給水方式に合った点検を行うことが必要である。 

（４）使用水の臨時検査 

風水害や食中毒の発生等で、使用水が汚染された疑いがある場合には、その状況に応じて検査

を行うことが必要である。 

（５）受水槽の点検及び清掃 

受水槽に亀裂等があると内部が汚染するおそれがあるため、年１回点検、清掃し、その記録を

残すことが必要である。 

 

 

 

 

11 使用水の衛生管理について 
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学校給食衛生管理基準 

第３－１（４）② 

一 使用水は、学校環境衛生基準（平成二十一年文部科学省告示第六十号）に定める基準を満

たす飲料水を使用すること。また、毎日、調理開始前に十分流水した後及び調理終了後に遊

離残留塩素が 0.1 ㎎/ℓ以上であること並びに外観、臭気、味等について水質検査を実施し、

その結果を記録すること。 
二 使用水について使用に不適な場合は、給食を中止し速やかに改善措置を講じること。また、

再検査の結果使用した場合は、使用した水１ℓを保存食用の冷凍庫に-20℃以下で２週間以上

保存すること。 
三 貯水槽を設けている場合は、専門の業者に委託する等により、年１回以上清掃すること。

また、清掃した証明書等の記録は１年間保管すること。 
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 ドライ運用とは、床を乾いた状態に保ち使用することで、はね水による二次汚染を防ぐとともに、

調理室内の湿度を低く保つため、細菌や衛生害虫の繁殖を抑え、食中毒の発生要因を減少させる効果

がある。細菌は乾いた床では増殖はできないが、水が溜まっている場所では、水の中に含まれる栄養

分で増殖するため、床面の細菌数が増加する。 

 ドライシステムの調理場では、調理機器からの排水は全て機器等に接続される排水管を通して流す

ため、床に水が落ちにくい構造であり、調理室内の衛生状態を維持しやすくなる。 

そのため、施設の更新の際には、必ずドライシステムを採用する必要がある。 

 

（１）ドライシステムとウェットシステムの比較 

項目 ドライシステム ウェットシステム 

衛生 ○細菌、衛生害虫、カビ等が発生・

繁殖しにくい環境 

○高温多湿のため、細菌、衛生害虫、カビ

等の発生・繁殖に好適な環境 

作業環境 ○床は塗り床か張り床で、水平に

近い勾配 

○床が水に濡れていないので滑り

にくく、歩行が楽であり安全 

○布製のエプロンに運動靴といっ

た軽装で作業できるため、動き

が楽 

○床はコンクリートやタイルを用い、床は

排水勾配 

○床が水に濡れているため滑りやすく危

険 

○ゴムエプロンにゴム長靴といった重装

備のため、疲れやすい 

○下記は蒸し暑くなるため水虫になりや

すく、冬季は底冷えにより腰痛等になり

やすい 

作業性 ○専用の水切り台車等の利用で作

業が楽 

○水や食品くずが周囲に飛散しても気に

しないで作業するため、作業は粗雑にな

りやすい 

○床に飛散した食品くずを踏まないよう

運搬歩行に余分な神経を要する 

清掃作業 ○床掃除はモップ等で比較的楽 ○床に水をかけて清掃するのが重労働 

厨房機器 ○ドライシステムに対応した機器

を使用する 

○直接機器に水をかけないので漏

電トラブルが少ない 

○寿命が長い 

○直接機器に水をかけたり、床からの飛散

水がかかり、調理室全体が常に高湿度の

ため機器が腐食し、漏電しやすい 

○建物を含め損耗がはやい 

水使用量 ○ウェットシステムの 70～80％ ○水の使用量が多い 

参考：（独）日本スポーツ振興センター「四訂学校給食における食中毒防止の手引」 

 

（２）ドライ運用のポイント 

   大きく分けて、調理機器等を改善することと、作業方法を工夫することが挙げられる。実例に

12 ドライ運用について 
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ついては、（独）日本スポーツ振興センターが発行している事例集を参考にすること。 

① 調理機器等の改善 

ア ピーラーにふたをする。 

イ 下処理の際には、シンクの中にたらいを入れて行う。 

ウ シンクや調理台に水返しをつける。 

エ 下処理後の野菜を入れたざる、かごには水受けとなるボール、たらいを使用する。 

オ 排水管を排水溝までつなぐ。 

カ 可動式の台を導入する。   等 

  ② 作業方法の工夫 

ア 調理開始前に水をまかない。 

イ 調理機器を熱湯消毒しない。 

ウ 下処理の際、シンクに野菜を入れすぎない。 

エ 野菜の洗浄は丁寧に行う。 

オ 野菜の裁断の際、シンクの端にまな板を載せないこと。 

カ 調理機器の洗浄水を床に流さないこと。 

キ 物を運ぶ際には、可動式の台に載せて運ぶ。   等 

③ その他の工夫 

 ア 調理台や棚の配置を工夫し、人の行き来を減らす。 

 イ 長靴を短靴に、ビニールエプロンを布エプロンに変更し、濡れない作業を行う。 

 ウ 靴の消毒槽を廃止し、作業区分毎に履き替える。   等 
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学校給食法（昭和二十九年六月三日法律第百六十号） 

 

最終改正：平成 20 年６月 18 日法律第 73 号 

第一章 総則  

（この法律の目的）  

第一条  この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童

及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものである

ことにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を

定め、もつて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。  

 

（学校給食の目標）  

第二条  学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、

次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。  

一  適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。  

二  日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力

を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。  

三  学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。  

四  食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を

尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。  

五  食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労

を重んずる態度を養うこと。  

六  我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。  

七  食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。  

 

（定義）  

第三条  この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務教育諸学校に

おいて、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。  

２  この法律で「義務教育諸学校」とは、学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）に規定

する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をい

う。  

 

（義務教育諸学校の設置者の任務）  

第四条  義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努め

なければならない。  

 

（国及び地方公共団体の任務）  

第五条  国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。  

 

第二章 学校給食の実施に関する基本的な事項  

（二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設）  
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第六条  義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設

として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設（以下「共同調理場」という。）

を設けることができる。  

 

（学校給食栄養管理者）  

第七条  義務教育諸学校又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる

職員（第十条第三項において「学校給食栄養管理者」という。）は、教育職員免許法 （昭和二

十四年法律第百四十七号）第四条第二項 に規定する栄養教諭の免許状を有する者又は栄養士

法 （昭和二十二年法律第二百四十五号）第二条第一項 の規定による栄養士の免許を有する者

で学校給食の実施に必要な知識若しくは経験を有するものでなければならない。  

 

（学校給食実施基準）  

第八条  文部科学大臣は、児童又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容及び学校給食を適切

に実施するために必要な事項（次条第一項に規定する事項を除く。）について維持されること

が望ましい基準（次項において「学校給食実施基準」という。）を定めるものとする。  

２  学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食実施基準に照らして適切な学校給

食の実施に努めるものとする。  

 

（学校給食衛生管理基準）  

第九条  文部科学大臣は、学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程におけ

る衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持されるこ

とが望ましい基準（以下この条において「学校給食衛生管理基準」という。）を定めるものと

する。  

２  学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食衛生管理基準に照らして適切な衛

生管理に努めるものとする。  

３  義務教育諸学校の校長又は共同調理場の長は、学校給食衛生管理基準に照らし、衛生管理上

適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又

は当該措置を講ずることができないときは、当該義務教育諸学校若しくは共同調理場の設置者

に対し、その旨を申し出るものとする。  

 

第三章 学校給食を活用した食に関する指導  

第十条  栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、

学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導、食に関して特別

の配慮を必要とする児童又は生徒に対する個別的な指導その他の学校給食を活用した食に関

する実践的な指導を行うものとする。この場合において、校長は、当該指導が効果的に行われ

るよう、学校給食と関連付けつつ当該義務教育諸学校における食に関する指導の全体的な計画

を作成することその他の必要な措置を講ずるものとする。  

２  栄養教諭が前項前段の指導を行うに当たつては、当該義務教育諸学校が所在する地域の産物

を学校給食に活用することその他の創意工夫を地域の実情に応じて行い、当該地域の食文化、

食に係る産業又は自然環境の恵沢に対する児童又は生徒の理解の増進を図るよう努めるものと
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する。  

３  栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄養教諭に準じて、第一項前段の指導を行うよう努

めるものとする。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。  

 

第四章 雑則  

（経費の負担）  

第十一条  学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費

のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。  

２  前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費（以下「学校給食費」という。）は、学

校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条 に規定する保護者の負担とする。  

 

（国の補助）  

第十二条  国は、私立の義務教育諸学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内

において、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができ

る。  

２  国は、公立の小学校、中学校又は中等教育学校の設置者が、学校給食を受ける児童又は

生徒の学校教育法第十六条 に規定する保護者（以下この項において「保護者」という。）で

生活保護法 （昭和二十五年法律第百四十四号）第六条第二項 に規定する要保護者（その児

童又は生徒について、同法第十三条 の規定による教育扶助で学校給食費に関するものが行わ

れている場合の保護者である者を除く。）であるものに対して、学校給食費の全部又は一部を

補助する場合には、当該設置者に対し、当分の間、政令で定めるところにより、予算の範囲

内において、これに要する経費の一部を補助することができる。  

 

（補助金の返還等）  

第十三条  文部科学大臣は、前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれか

に該当するときは、補助金の交付をやめ、又は既に交付した補助金を返還させるものとする。  

一  補助金を補助の目的以外の目的に使用したとき。  

二  正当な理由がなくて補助金の交付の決定を受けた年度内に補助に係る施設又は設備を設

けないこととなつたとき。  

三  補助に係る施設又は設備を、正当な理由がなくて補助の目的以外の目的に使用し、又は

文部科学大臣の許可を受けないで処分したとき。  

四  補助金の交付の条件に違反したとき。  

五  虚偽の方法によつて補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。  

 

（政令への委任）  

第十四条  この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令

で定める。  

 

附 則  

 この法律は、公布の日から施行する。  

58



 

 

附 則 （昭和三一年三月三〇日法律第四一号）  

 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。  

附 則 （昭和三二年三月三〇日法律第二〇号）  

 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。  

附 則 （昭和四九年六月二二日法律第九〇号） 抄  

（施行期日） 

１  この法律は、公布の日から施行する。  

附 則 （昭和五三年七月五日法律第八七号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から施行する。  

附 則 （平成三年五月二一日法律第七九号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から施行する。  

附 則 （平成一〇年六月一二日法律第一〇一号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。  

附 則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。  

附 則 （平成一四年二月八日法律第一号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から施行する。  

附 則 （平成一六年五月二一日法律第四九号） 抄  

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。  

附 則 （平成一七年三月三一日法律第二三号） 抄  

（施行期日） 

１  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。  

附 則 （平成一八年三月三一日法律第一八号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。  

（義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置） 

第三条  第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる

法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助（平成十七年度以

前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担

又は補助（第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及

び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校

危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この

条において同じ。）及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以

降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）又は交付金の交付について適

用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に
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支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八

年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の

歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、

なお従前の例による。  

一  義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律  

二  産業教育振興法  

三  学校給食法  

四  夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律  

五  スポーツ振興法  

六  へき地教育振興法  

七  離島振興法  

八  豪雪地帯対策特別措置法  

九  過疎地域自立促進特別措置法  

十  成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律  

十一  公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律  

十二  原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法  

十三  奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）  

十四  水源地域対策特別措置法（昭和四十八年法律第百十八号）  

十五  沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）  

 

附 則 （平成一八年六月二一日法律第八〇号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。  

附 則 （平成一九年六月二七日法律第九六号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する  

附 則 （平成二〇年六月一八日法律第七三号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。  

（検討） 

第二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施

行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を

講ずるものとする。   
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兵庫県条例第20号

食の安全安心と食育に関する条例

目次

前文

第１章 総則（第１条－第５条）

第２章 推進計画（第６条）

第３章 食の安全安心の推進（第７条－第17条）

第４章 食育の推進（第18条－第23条）

第５章 雑則（第24条－第26条）

第６章 罰則（第27条・第28条）

附則

食は、生命の根源であり、人類の生活を支える基礎である。

近年、国際化の進展、科学技術の発展等により、様々な食品が流通し、私たち兵庫県民

は豊かな食生活を享受できるようになったが、一方で、食生活の基本である食の安全性が

損なわれる危機的事態が地球規模で発生するなど、これまで私たちが経験したことのない

ほど食を取り巻く環境は大きく変化している。食の安全性と食に対する信頼を確保する食

の安全安心は、21世紀を生きる県民にとって切実な願いである。

さらに、生活環境等の変化に伴う食習慣の多様化により、生活習慣病の増加や伝統的な

食文化の喪失が懸念されており、健全な食生活を取り戻すためには、食に関する正しい認

識や理解を深め、自らの判断のもと正しい食習慣を築き、健康を増進する食育を推進する

必要がある。

将来にわたって県民の健康と福祉を保持するためには、県、事業者及び県民が、食の重

要性を十分に自覚し、共に連携して食の安全安心及び食育の推進へのたゆみない努力を重

ねなければならない。

このような認識に基づき、食の安全安心及び食育に関し、基本理念を定め、県及び事業

者の責務並びに県民の役割を明らかにするとともに、食の安全安心及び食育に関する施策

を総合的かつ計画的に推進し、もって豊かで活力のある社会の実現に寄与するため、この

条例を制定する。

第１章 総則

（基本理念）

第１条 食の安全安心は、県民の健康の保護が基本であるという認識の下、農林水産物の

生産から食品（食品安全基本法（平成15年法律第48号）第２条に規定する食品をいう。

以下同じ ）の販売に至る一連の食品供給の行程（以下「食品供給行程」という ）の。 。

各段階における食品の安全性を確保するための措置その他食品を摂取することによる県

民の健康への悪影響を未然に防止するための措置が講ぜられることにより、食品の安全

性及び食品に対する信頼を確保することを旨として、推進されなければならない。

２ 食の安全安心は、食品の安全性及び品質を向上させるための取組を推進し、食品の安

全性、品質その他の特性に関する適正な表示を確保するための措置が講ぜられることに

より、食品に対する県民の信頼を確保し、もって県民が安心して食生活を営むことがで

きるようにすることを旨として、推進されなければならない。

３ 食育は、食に関する適切な判断に基づく健全な食生活を実践する力の育成、食に関す

る適正な事業活動の確保、健康を保持し、増進するための活動の推進その他の食に関す
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る環境の整備を図ることにより、県民の心身の健康の増進、豊かな人間形成及び明るい

家庭づくりに資することを旨として、推進されなければならない。

４ 前３項の規定による食の安全安心及び食育の推進は、豊かで活力のある社会の実現に

寄与することを旨として、行われなければならない。

（県の責務）

第２条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という ）にのっとり、食の安。

全安心及び食育の推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するものと

する。

２ 県は、前項の施策の実施に当たっては、市町と連携し、当該施策を効果的に実施する

よう努めるものとする。

（事業者等の責務）

第３条 事業者は、基本理念にのっとり、自主的かつ積極的に食の安全安心及び食育の推

進に努めるとともに、県が実施する食の安全安心及び食育の推進に関する施策に協力す

るものとする。

２ 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、その事業活動に

係る食品その他の物に関する正確かつ適切な情報の提供に努めるものとする。

３ 事業者が組織する団体は、基本理念にのっとり、事業者が前２項に定める責務を果た

、 、すことができるよう支援に努めるとともに 食品による健康への悪影響の発生に際して

その拡大の防止等のための取組を行うよう努めるものとする。

（市町の役割）

第４条 市町は、基本理念にのっとり、食の安全安心及び食育に関し、その区域の特性を

生かした自主的な施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

２ 市町は、前項の施策の実施に当たっては、県と連携し、当該施策を効果的に実施する

よう努めるものとする。

（県民の役割）

第５条 県民は、基本理念にのっとり、自ら進んで食の安全安心及び食育に関する理解を

深め、生涯にわたり健全な食生活の実現に努めるものとする。

第２章 推進計画

、 、第６条 知事は 食の安全安心及び食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため

次に掲げる計画を定めるものとする。

(1) 食の安全安心推進計画

(2) 食育推進計画

２ 食の安全安心推進計画は食の安全安心に関する施策及びその目標について、食育推進

計画は食育に関する施策及びその目標について、定めるものとする。

３ 知事は、第１項各号に掲げる計画（以下「推進計画」という ）を定めようとすると。

きは、あらかじめ、附属機関設置条例（昭和36年兵庫県条例第20号）第１条第１項に規

（ 「 」 。） 。定する食の安全安心と食育審議会 以下 審議会 という の意見を聴くものとする

４ 知事は、推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

５ 前２項の規定は、推進計画の変更について準用する。

６ 知事は、推進計画に基づく施策の実施状況について公表するものとする。

第３章 食の安全安心の推進

（食の安全安心のための事業者の取組）
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第７条 事業者（食品安全基本法第８条第１項に規定する食品関連事業者をいう。以下こ

の章において同じ ）は、関係法令を遵守するほか、食の安全安心を推進するため、次。

に掲げる取組を行うよう努めなければならない。

(1) 食品供給行程の各段階における自主的な衛生管理の推進

(2) 食品供給行程の各段階における食品等（食品安全基本法第８条第１項に規定する農

林漁業の生産資材、食品、添加物、器具及び容器包装をいう。以下同じ ）の生産又。

は製造、販売等に関する情報の記録、保管、伝達その他食の安全安心を推進するため

に必要な情報の管理

(3) 食の安全安心に資する食品等の生産又は製造に関する技術の向上のための取組

２ 県は、事業者が行う前項の取組を促進するための施策を講ずるものとする。

（食品等の安全基準）

、 （ ） 、第８条 知事は 食品衛生法 昭和22年法律第233号 その他の法令に定めるもののほか

食品等の衛生管理、検査、表示、回収その他食品による危害を未然に防止するために事

業者が講ずべき必要な措置に関する基準を定めることができる。

、 、 。２ 知事は 前項の基準を定めようとするときは 審議会の意見を聴かなければならない

３ 知事は、第１項の基準を定めたときは、当該基準を告示するものとする。

４ 前２項の規定は、第１項の基準の変更について準用する。

（基準の遵守義務）

第９条 事業者は、前条第１項の基準が定められたときは、当該基準を遵守しなければな

らない。

２ 知事は、事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、食

品等の衛生管理の方法の改善、検査の実施、表示の改善、回収その他必要な措置を講ず

べきことを勧告することができる。

、 、 、３ 知事は 前項の規定による勧告をしようとするときは 当該勧告に係る事業者に対し

意見を述べる機会を与えなければならない。

（措置命令）

第10条 知事は、事業者が前条第２項による勧告に従わないとき、又は事業者が同条第１

項の規定に違反している場合において、食品による危害が生じ、又は生ずるおそれがあ

ると認めるときは、当該事業者に対し、当該勧告に係る措置を講じ、又は食品による危

害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

（立入検査）

第11条 知事は、前３条の施行に必要な限度において、事業者に対し、その業務に関して

報告を求め、又はその職員に、事務所、営業所その他の事業を行う場所に立ち入り、食

品等、帳簿、書類、設備その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験の用に

供するのに必要な限度において食品等を無償で収去させることができる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に

提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。

（食の安全安心に資する食品の製造等を行う工程の認定）

第12条 知事は、食品の製造、加工又は調理（以下「製造等」という ）を行う工程で、。

規則で定める食品の衛生管理及び情報管理に関する基準に適合するものを食の安全安心
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に資する工程として認定することができる。

２ 前項の規定による認定を受けた工程（以下「認定工程」という ）において製造等が。

された食品（当該食品に係る容器包装を含む ）には、認定工程において製造等がされ。

た食品である旨の表示をすることができる。

、 。３ 第１項の規定による認定の手続その他当該認定に関して必要な事項は 規則で定める

（兵庫県認証食品）

第13条 知事は、県内で生産された農林水産物又はこれを原料若しくは材料として製造さ

れ、若しくは加工された食品で、規則で定める安全性、品質、生産方法その他の特性に

関する基準に適合するものを兵庫県認証食品として認証することができる。

２ 前項の規定による認証の手続その他当該認証に関して必要な事項は、規則で定める。

３ 県は、第１項の規定による認証を受けた兵庫県認証食品の生産、流通及び消費の拡大

について必要な措置を講ずるものとする。

（関係機関との連携による監視、指導等）

第14条 県は、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和

） 、 、25年法律第175号 その他の関係法令に基づく監視 指導等を実施する場合においては

関係機関との連携に努めるものとする。

（緊急時の対応）

第15条 県は、食品による危害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、当該危害に迅速

かつ適切に対処するための体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

（調査研究の推進）

第16条 県は、食の安全安心に資するため、食品等の生産、製造及び流通に関する調査研

究を推進するものとする。

（県民による食の安全安心のための取組）

第17条 県民は、食の安全安心に関する知識の習得に努め、不適正な表示等による食品の

供給が行われないよう配意する取組に努めるものとする。

２ 県民は、健康に悪影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある食品についての情報を入手

したときは、県に通報するよう努めるものとする。

第４章 食育の推進

（食育推進の基本方針）

第18条 食育の推進は、家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所

において、食に関する環境を整備することにより、行われなければならない。

２ 食に関する環境の整備は、県民が、食にかかわる人々の様々な活動と自然の恩恵への

理解と感謝の念を深め、伝統的な食文化を継承しつつ、食に関する適切な判断に基づく

健全な食生活を実践することができるよう行われなければならない。

（食に関する適切な判断に基づく健全な食生活の実践）

第19条 県は、県民が、食に関する適切な判断に基づく健全な食生活を実践することがで

きるよう、次に掲げる施策を講ずるものとする。

(1) 食品の安全性及び食を通じた健康に関する啓発及び知識の普及のための施策

(2) 食に関する認識を深め、生涯にわたる健全な食生活を実践するための技術を普及す

る施策

(3) 食を通じた豊かな人間形成を図る思想の高揚のための施策

(4) 食品の品質に関する表示を促進するための施策
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(5) 前各号に掲げるもののほか、県民が、食に関する適切な判断に基づく健全な食生活

を実践することができるようにするために必要な施策

（食にかかわる人々の様々な活動と自然の恩恵への理解等）

第20条 県は、県民が、食にかかわる人々の様々な活動と自然の恩恵への理解と感謝の念

を深めることができるよう、次に掲げる施策を講ずるものとする。

(1) 農林水産物の生産者と食品の消費者との交流を通じた相互の信頼関係を築くための

施策

(2) 農林水産物を生産された地域内において消費することを促進するための施策

(3) 体験活動等を通じて農林水産物の生産、食品の製造その他食品供給の行程に関する

理解を促進するための施策

(4) 前３号に掲げるもののほか、県民が、食にかかわる人々の様々な活動と自然の恩恵

への理解と感謝の念を深めることができるようにするために必要な施策

（伝統的な食文化の継承）

第21条 県は、伝統的な食文化が継承されるよう、次に掲げる施策を講ずるものとする。

(1) 行事や作法と結びついた伝統的な食文化に関する理解を深めるための施策

(2) 地域の伝統的な食文化に関する理解を深めるための施策

(3) 前２号に掲げるもののほか、伝統的な食文化の継承に必要な施策

（食育推進活動の展開）

第22条 県民は、家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所におい

て、食育の推進のための活動（以下「食育推進活動」という ）に取り組むよう努める。

ものとする。

２ 県は、食育の意義及び基本理念の普及を図るとともに、食育推進活動を行う団体と連

携し、人材の育成その他の県民による食育推進活動を支援するための措置を講ずるもの

とする。

（学校における食育の推進）

第23条 学校を設置し、又は管理する者は、児童、生徒等が、食に関する適切な判断に基

づく健全な食生活を実践することができるよう学校給食その他の教育活動の場において

食育の推進に努めなければならない。

第５章 雑則

（情報又は意見の交換等）

第24条 県は、県、市町、事業者及び県民が食の安全安心及び食育に関する情報又は意見

を交換し、相互に交流する機会を確保するよう努めるものとする。

（手数料）

第25条 第12条第１項の規定による認定を受けようとする者は、認定を受けようとする工

程１件につき５万円の範囲内で規則で定める額の手数料を納付しなければならない。

（補則）

第26条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

第６章 罰則

（罰則）

第27条 第10条の規定による命令に違反した者は、２年以下の懲役又は100万円以下の罰

金に処する。

２ 第11条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は同項の規定
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による立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳

述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、50万円以下の罰金に処する。

（両罰規定）

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又

は人に対して、同条の罰金刑を科する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に食品の製造等を行う工程で知事が定める食品の衛生管理及び

情報管理に関する基準に適合する旨の知事の認定を受けているものは、第12条第１項の

規定による認定を受けている工程とみなす。

３ この条例の施行の際現に県内で生産された農林水産物又はこれを原料若しくは材料と

して製造され、若しくは加工された食品で知事が定める安全性、品質、生産方法その他

の特性に関する基準に適合する旨の認証を受けているものは、第13条第１項の規定によ

る認証を受けている食品とみなす。

（附属機関設置条例の一部改正）

４ 附属機関設置条例の一部を次のように改正する。

第１条第１項の表健康対策協議会の項の次に次のように加える。

食の安全安心と食 食の安全安心と食育に関する条例（平成18年兵庫県条例第

育審議会 号）による食の安全安心及び食育の推進に関する重要事項

の調査審議に関する事務

（委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

５ 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和35年兵庫県条例第24号）の一

部を次のように改正する。

第１条第55号の次に次の１号を加える。

(55)の２ 食の安全安心と食育審議会

別表第１健康対策協議会の項の次に次のように加える。

会 長 日 額 15,500円

食の安全安心と食育審議会 委 員 日 額 12,500円

臨 時 委 員 日 額 12,500円

専 門 委 員 日 額 12,500円

別表第２健康対策協議会の委員及び専門委員の項の次に次のように加える。

食の安全安心と食育審議会の委員、臨時委 職員旅費条例中８級の職務にある者

員及び専門委員 相当額
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